
令和元年美浜町議会第３回定例会（第２日）

１６

午前九時〇〇分開議

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１ 一般質問を行います。

一般質問の順序は、お手元に配付のとおりです。

２番、髙野議員の質問を許します。２番、髙野議員。

○２番（髙野正君） おはようございます。２番、髙野でございます。

ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていた

だきます。

その前に、ちょっとぼやきを言いたいんですが、園長先生、夕べ事故がありましたね。

夕方、ひまわりの前で事故。あれ、送り迎えの保護者の方には十分気をつけてくださいと

お伝えください。

それでは、一般質問に入らせていただきます。

避難所の生活はどうするのということでありますが、過日、仮設住宅用地ということで、

その開発が進められるようなお話を耳にしました。決して悪いというわけではありません

が、何か割り切れないような気もします。台風、大雨での避難所は準備できるものの、地

震での津波での避難所はどうでしょう。

といいますのも、仮設住宅の前には避難所生活をしなければなりません。町内ハザード

マップによりますと至るところの避難所は水没をします。そんなところで避難生活をしな

がら、自宅が水没された方は仮設住宅ができるまで待てということなのでしょうか。

津波で直接被害に遭われた方よりも、関連死亡者のほうが多くなりますよ。どんなお考

えなのか明快にお答えください。

避難所のお考えは、どのようなお考えなのかということで質問させていただきますが、

避難所は行政で運営するつもりですか。地区の防災会に任せるつもりですか。何をどうさ

れるのか、全くわかりません。明らかにしてください。

その避難所生活もままならない状態で仮設住宅用地開発とは、どんなんですか。全く意

味がわかりません。避難生活での区割り等、考えていますか。身体障害者、ペットを連れ

ての避難者、誰がどうやって誘導するのか、よく考えていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。

次に、避難所の生活を考えるだけでも大変な苦労ですが、想定外を含めましても想定で

きません。それでも考えなければ、被災時の犠牲者ははかり知れないことになるのではと

思います。笑い話では済みませんよ。どのようなお考えなのか、はっきりと明らかにして

いただきたい。

５番目に、今、議員１０人のうち４人が防災士の認定を受けています。特段それがどう

ということはありませんが、職員の認定者は何人ぐらいでしょうか。よろしくお願いしま
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す。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） おはようございます。

髙野議員の１つ目、避難所の生活はどうするの（地震後の津波での）ということの５点

についてのご質問で、まず１点目の、水没後の避難所で避難生活をするのかについてお答

えいたします

本町は、南海トラフ巨大地震・津波による厳しい想定の中、津波による犠牲者ゼロを目

指して、まずは一時避難所の確保に努めているところでございます。

南海トラフ地震・津波が発生した場合、住民は自分の命を守るため、松原高台を初めと

する一時避難場所に避難します。その後、津波がおさまった後、避難所に避難すると考え

ております。

本町の津波による避難所は、旧三尾小学校、和田畜産センター、中央公民館、和田小学

校、地域福祉センター、入山分館、松洋中学校、松原地区公民館、松原小学校になります。

旧三尾小学校、和田畜産センターにつきましては、津波浸水想定区域外となっておりま

す。残りの避難所につきましては、議員がおっしゃるとおり浸水想定区域内にあるため、

一部浸水する想定です。

しかし、各施設の浸水深は、和田小学校が１．７ｍ、中央公民館が１．０５ｍ、地域福

祉センターが１．１５ｍ、入山分館が０．６５ｍ、松洋中学校が２．５ｍ、松原地区公民

館が２．７５ｍ、松原小学校が２．９５ｍの想定であるため、建物１階部分は浸水はしま

すが、２階以上は浸水しないと思われます。浸水被害の状況によりますが、避難所として

の機能を有するところを使用していきたいと考えてございます。

また、仮設住宅ができるまでは避難生活なのかについては、基本的に議員がおっしゃる

とおりでございます。

ただ、避難所生活から迅速に仮設住宅入居へという考えのもと、被災後に仮設住宅用地

の選定をしていては相当な時間を要するため、「美浜町復興に関する事前準備計画」復旧

期編「復旧期として事前に準備しておくべき事項の整理」として仮設住宅建設候補地を抽

出しているところでございます。

また、災害関連死亡者につきましては、今後、その対策などを含めて、県など上位機関

の専門部門に相談していきたいと考えてございます。

次に、２点目の、避難所の運営は誰がするのかについて、避難所は行政が運営するつも

りか、自主防災会に任せるつもりなのかについてお答えいたします。

原則として、避難所運営は町職員が中心となって行うものと考えております。

しかし、東日本大震災発生以降、大規模災害が発生すると、職員自身が被災したり、ほ

かの災害対応業務に従事することが考えられ、避難所の開設や運営が困難になることも想

定されます。

こういったことも踏まえ、避難所運営は自主防災会の役員などの地域住民が中心になる
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と考えてございます。

熊本地震の際、ある避難所では、それぞれの職業に応じた役割分担を行い、避難者みず

からが避難所の運営を行うことで連帯感が生まれるとともに、避難所生活内での生きがい

となり、円滑な避難所運営につながったとの事例も報告されてございます。

本町の取り組みとしましては、自主防災会役員など地域住民が避難所運営に関する手法

を習得していただくため、平成２７年と平成２９年に開催された避難所運営リーダー養成

講座を職員とともに受講していただいております。その講座で習得した知識を活用し、避

難所運営の中心を担っていただきたいと考えてございます。

３点目の避難所での生活、障害者、ペットを連れている方等、割り振りは考えています

かで、避難所での区割りや身体障害者、ペット連れの避難者をどうやって誘導するのです

かについてお答えいたします。

まず、仮設住宅用地の造成について、今すぐ仮設住宅用地を造成開発するというような

ことはございません。もし、「美浜町復興に関する事前準備計画」復旧期編「仮設住宅に

関する事前準備」のことをおっしゃっているのであれば、被災後、その準備に取りかかる

と相当な時間を要することが予想されるため、事前の対応として被災後迅速に仮設住宅の

建設が開始できるよう、関係地区、建設予定地所有者への事前説明や事前了解を得ていく

ところまで進めていきたいと思っており、本計画に記載しているところでございます。

次に、避難所の区割りについては、県の避難所運営マニュアルにのっとって、居住空間

の一般的な区画整理を考えております。

また、身体障害者やペット連れの避難者についても、避難所運営マニュアルに沿って、

要配慮者には配慮し、避難していただきます居住スペースへのペットの持ち込みは、身体

障害者補助犬を除き原則禁止といたします。

こういったことも、先ほど申しました避難所運営リーダー養成講座の内容として含まれ

ております。

４点目の災害の犠牲者より関連の犠牲者のほうが多いと思うが、どうお考えかについて

お答えいたします。

議員がおっしゃるような重大な事柄を、私は被害者に対して決して笑い話で済まそうと

いうことなど全く考えてございません。避難された方で、元気な方でも避難生活での疲労

や環境の変化で体調が悪くなることもございます。また、持病が悪化することも想定しな

がら、そうならないような対策も考えていかなければなりません。

したがいまして、先ほども申しましたとおり、災害関連の犠牲者の予防や対応につきま

しては、今後、上位機関の専門的な部署に相談したいと考えてございます。

５点目の、職員で防災士の認定は何名されていますかについてお答えいたします。

平成２３年度から防災士取得を推進し、現在１２名の職員が防災士を取得しております。

今年度も２名が紀の国防災人づくり塾を受講する予定となっております。

○議長（谷重幸君） ２番、髙野議員。
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○２番（髙野正君） まず、心配事が３点ほどあるんですが、１点目に、避難所の運営な

んですけれども、恐らく職員では無理です。だから、自主防災会に任せておかないと仕方

ないと思うんですよ。職員にそこまでやらせますと、手がない。

実際、地元の人が避難してくるので、よくわかると思うんですよ。だから、そういう意

味でも、防災士にひっかけて言うわけやないですけれども、防災士で一番難儀するのは区

割り作業なんですよ。誰をどこに、どの部屋に入れるか。だからそういうことが一番頭を

悩ませるので、ペットの持ち込みだめですと言っても、やっぱり年寄りひとり暮らしで

ペットを飼っていたら、そばに置いておきたいんですよ。安心できるから。そういうこと

も含めて、防災認定というのは、県からしょっちゅう案内状が来るんですよ、講習の。町

長、持っておられるんでおわかりだと思うんですが。そうしますと、防災への意識が高く

なるんです。だから、そういうことでも、少しでもそういう意識を高めるべく、認定を、

講習、今でも半年かかるんかな、長いですよ、あれ。大変なんですけれどもできるだけ

取っていただけるように、町長のほうからもご指導いただきたいと思います。

それから、次に心配するのは、地区によって、避難所が避難所にならないところがある

んです。水につかって。新浜あたり高台の避難所的な集会場をつくるみたいですけれども、

やっぱりある程度そこに物資を置いておきますと助かるんでね。平家の自宅じゃ何ぼ置い

ておいても流されて全部アウトです。買っておいても仕方ないという思いがございます。

それと、もう一つ、通告はしていなかったんですけれども、アマチュア無線、被災しま

すと、急に携帯、スマホがつながりにくくなります。アマチュア無線ですと勝手にどんど

ん飛ばせるんで。ところがこれ、資格取るのはいいんですよ。基地局つくって、５年に１

度３千円余りの負担があるんです。それを３千円程度ですから補助して、防災のためだけ

というわけやないですけれども、そのためにも、アマチュア無線の免許を取っている方、

結構いてるんですよ、わからないけれども。結構、喫茶店で集まってわいわい話していま

す。仲いいんです。だから、そういう方にももしものときの応援、「助けてくれ」「はい、

わかった。すぐ行くよ」てなことになれば、犠牲になる命も助かると、このような思いで

ございます。

余り言うことがないんで、ご答弁お願いします。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 髙野議員の再質問にお答えいたします。

防災士につきましては、今後もまた職員なり、また住民の方にもお声がけしながら、広

く皆さんに啓発して周知していきたいなと考えております。

それから、避難所にならないところもあるということで、そこに物資を置いておいたら

使えないのではないかというご心配もありますが、つからないところに置いておいて、ま

た後から取りに行くということもありますし、何とかそこは、また課長とも相談しながら

いろいろ考えていきたいと思っておりますので、またそこら辺もご提言いただけたらと考

えてございます。
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それと、アマチュア無線については、また本当に担当課長と相談して、ここら辺も、ど

ういう方たちが今おられるのかというのも、私も今はわかりませんし、相談していきたい

と考えてございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ２番、髙野議員。

○２番（髙野正君） もう一点、無線の基地局の補助金というのはどうでしょうかね。そ

の辺一度お考えいただいて、３千円ぽっちしかかかりませんが、威力的には絶大な威力を

発揮すると思われますがいかがでしょうか。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 髙野議員にお答えいたします。

３千円ぐらいだということですけれども、やっぱりこれはお金のことですので、財政当

局とも相談して考えていきたいと思います。

以上です。

○議長（谷重幸君） ２番、髙野議員。

○２番（髙野正君） 次の質問に入らせていただきます。

地籍調査について質問します。

過日の議会におきまして、私の思い違いかもわかりませんが、地籍調査の件について終

了しているのか聞いたつもりでありました。そのときの答弁は、全て終わっているとのお

答えをいただいたような記憶があるんですが、聞いていないとか、そういう話になってお

ります。

そこで、改めてお尋ねします。

本当に全て終わっていたのですか。次に、終わっていなければ、その場所は。新たに地

籍調査をしたとなれば、係る経費はどこが持つのですか。

以上です。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 髙野議員の２点目、地籍調査は終わっていなかったのかの３点

について、１点目、終わっていたのですかについてお答えいたします。

当町では、平成９年度から地籍調査推進委員を初め住民の皆様方のご協力によりまして、

地籍調査事業を実施してきたところでございます。

地籍調査の立ち会いで申し上げますと、平成２９年度におきまして、本の脇地区が最後

となる予定でございましたが、吉原地区の一部の地籍調査を実施しなければならないこと

が判明しましたので、平成３０年度において、立ち会いを行ったところでございます。こ

の立ち会いが終了したことにより町内全ての立ち会いが終了したことになります。

なお、吉原地区の一部については、本年度の図面の作成と閲覧業務を予定してございま

す。

また、地籍調査の成果を法務局に提出し、当町の地籍調査が完全に完了するのは、令和
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２年度末から令和３年度初旬の予定となってございます。

２点目、終わっていなければ、その場所はについてお答えいたします。

吉原地区の農免道路沿いにあります圃場整備が行われた農地でございます。

この箇所につきましては、これまでは平成の初めごろに圃場整備が行われており、地籍

調査の成果にかわる国土調査法第１９条第５項の指定が受けられるものと考えてございま

したが、和歌山県に確認したところ、圃場整備の測量成果では、指定を受けるための条件

を満たしていないことが判明しましたので、現在は、吉原地区の農免道路沿いの農地につ

きまして図面の作成などを行っているところでございます。

３点目のどこの経費でについてお答えいたします。

現在、地籍調査を実施しております吉原地区の一部につきましても、これまでと同様に

国２分の１、県４分の１、町４分の１でございまして、町の４分の１につきましては、特

別交付税におきまして措置されることもあり、実質の町の負担は５％でございます。

○議長（谷重幸君） ２番、髙野議員。

○２番（髙野正君） 吉原の測量結果では指定を受けるための条件を満たしていないと、

これはどういった条件があるんですか。圃場整備してあるのに。この辺から、しょうもな

いうわさが流れてくるんですよ。法務局に提出忘れたんちゃうかとか、書類をね。

だから、この条件てどんな条件なのか説明していただきたいのと、それと、どこの経費

でと質問したときに、特別交付税におきましてと言うけれども、特交なんてあってないよ

うなもんで、一緒くたんに来るから交付税。これはこの分、あれはこの分、附箋ついてい

るわけじゃないですよね。一気にどかんと金が入ってくるんで。今度少ないな。なぜか多

いなということにもなりかねませんから。余りこいつを当てにしていたらえらい目に遭い

ますよ。

まず、その条件というものを教えていただけますか。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

県のほうに担当課のほうから確認した結果なんですけれども、圃場整備の測量成果では

指定を受けることの条件には満たしていないということでございました。

内容につきましては、圃場整備のときの測量の図面では地籍調査の対象とならないとい

うことでございました。

以上でございます。

○２番（髙野正君） わかりました。終わります。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 特別交付税につきましては、１２月に交付されるというような

ルール化はされているようなので、入ってくることになっております。

○２番（髙野正君） 終わります。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。
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再開は９時４０分です。

午前九時二十六分休憩

―――・―――
午前九時四〇分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

３番、谷口議員の質問を許します。３番、谷口議員。

○３番（谷口昇君） 一般質問、３番、谷口昇です。議長のご許可をいただいたので、通

告に従いまして次の質問をします。

１、和歌山西部洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書について問う。

①前議会に続いて、詳しく問う。

これは本年３月２７日から４月２５日まで、美浜町役場庁舎１階で公告・縦覧されたも

のである。この期間で縦覧者は総計で１２名とのことである。事業者は東京の会社である。

この会社の事業実施想定区域によると、日高町、美浜町、御坊市までの沖合約１７０万平

米の海域に大規模な着床式風車を設置し、発電事業を行うものである。環境影響評価法の

対象事業であるため長期間に及ぶ手続が必要であり、「まずは事業検討の初期段階での取

り組みである配慮書の手続について、ご理解、ご協力を賜りますように何とぞお願い申し

上げます」と会社側は言っている。

さて、私は前議会でも「配慮書」について質問したのは何ゆえであるか。２０２５年以

降に運転するのなら時間がない。すなわち環境影響評価の手続が４つの段階が必要である。

まず第１に、「配慮書」である。これは事業の検討段階において、環境保全の配慮事項

を取りまとめたものであり、計画段階配慮書を作成し、公告・縦覧するものである。住民

等の意見をそのときに出すものである。

第２の段階は、「方法書」へいく「環境影響評価方法書の作成」であり、「公告・縦

覧」のほかに「住民説明会」を持ち、住民の意見を聞く、そして、「アセスメント（調

査・予測評価の実施）」となる。この段階になると多くの町民も気づいて参加がふえるで

あろう。

第３の段階は、準備書である。準備書で予測や評価を取りまとめたもので、公告・縦覧

のほかに「住民説明会」を持つ。このときになると事業は山場を迎える。

第４の段階は、「評価書」の段階である。これは、審査結果等を踏まえ必要に応じて修

正したもの、公告・縦覧とする。このときはもう住民の声は出せない。時間がかかる。オ

リンピックまでには無理かもと心配する。

以上のことから、第１の段階は大切である。しかるにそれがたった１２名の人以外は知

らない。私もそんなことは知らない。老人には無理。読めない。わざと町民に知らせな

かったのか。しかし、もう過ぎたことだ。第２の説明会では、町の体育センターででもや

らなあかん、大事である。私は熱烈な賛成派で強欲な補償金派でもある。これが大成功す

るためにお願いする。多くの町民に、配慮書とは関係なしに、町独自で感想文の形で全町
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民に配ってくれないか。お願いいたします。これ、２問のうちの１問ね。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷口議員の１つ目、和歌山西部洋上風力発電事業に係る計画段

階環境配慮書について問うの①配慮書の公告・縦覧についてお答えいたします。

環境影響評価法に基づく和歌山県西部洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書の縦

覧につきましては、事業者との協議により、地元地方紙及び全国紙の紙面に縦覧の広告を

掲載していただき、広く住民に周知ができていたと認識しております。

また、地元地方紙では記事としても掲載していただいており、当該事業の内容及び縦覧

方法について、住民の皆様には知っていただけたものだと思っております。

今後の手続における縦覧においても、同様の方法で周知していただくよう事業者に要請

いたします。

②の全町民にわかる公告・縦覧をする方法を、町で感想文等をつくり町民に配ってくれ

についてお答えいたします。

環境影響評価法に基づく縦覧については、各手続の段階で、その都度、事業者から新聞

紙面で周知される予定で、その方法についても詳しく掲載されると聞いてございます。

議員ご質問の縦覧をする方法を町民に配ってくれにつきましては、現在、事業者におい

て進められております方法書の縦覧段階において、縦覧のお知らせにあわせて、環境影響

評価法に基づく手続について住民の皆様へ周知いたします。

また、和歌山県知事から照会がありました配慮書に対する環境保全の見地から、当町の

意見については、県のホームページで公開されております。

○議長（谷重幸君） ３番、谷口議員。

○３番（谷口昇君） ①のうちの公告・縦覧だけに答えてくれたんかい。

この回答書の中で、地元地方紙及び全国紙の紙面に掲載していただいたと、こういうふ

うに書いてあるけれどもね、これは何新聞かいな。広く住民に知っていただいたと認識し

ています。おおよそな勝手な解釈をやってあるけれども、この町長のところの答弁書にそ

う書いてあんのよ。何新聞か、地方新聞、何日号、それいっこも言わなんだ、聞きにいっ

たけれども。その日に。どこの新聞、全国紙はとってないの、金要るさかい。今後の縦覧

で同じ方法って、誰もとっていないのに、そんな新聞は何のために発行しているか知って

いるか。これ、銭もうけするようにやっている。企業やで一種の。それでやっているんや

で。こう言ったら何やけれども、人の、よその商売をば乗ってから、そうしてあるさかい

に認識しています。そんな余計なこと誰がつくったんや、この文章。

それから、おかしいわな、公告・縦覧書の感想文等というのは書かんさかいに、感想文

でも何でも、あれ勝手に書いちゃる人やとしてくれと。住民は見ていないんやで。知らん

のやで。秘密にやったあんねん。住民の意見は公告・閲覧、この紙、これは新聞社でもろ

うたんと違うよ。会社の紙やけれどもね。六本木の会社からばらまいた紙やな。今の質問

は皆それでまとめて無駄なことをいっこも書かんと、それでやったあんねん。



令和元年美浜町議会第３回定例会（第２日）

２４

それで、今後の縦覧においてもって、そういうあたり、誰つくったあるねん、こんなこ

と。今後の縦覧において、誰も縦覧、縦覧と違うんだ。次は縦覧するけれども。さきの段

階よ。事業者に要請いたしますねん、人ごとみたら。こんな事業者やで。相手は。こんな

んだったら誰でも事業者、わいでももっとましなんつくったるけれども。

その次に書いてある。一旦出したらもうできんの。できんのだったら全町民わかる縦覧

方法を配ってくれ。こういうことになっていない。

そして、その都度、事業者から新聞紙面で周知されたと聞いてございます。こんな無責

任が文章を答弁したるやろう。人ごとやろ、これも。これやさかいやり直せ。やり直して

も、もう見せんと言うんやで。ほんやからに感想文でも何でも書いてこいと。４つの段階

やからな。これ知らんのやろ。

ついで聞くけれども、向こうから話し合い来たんは２月末やと言いよったの。３月と違

うな。向こうから、誰ぞ連れて来たんかいと、問いにいったら、そうよ。２月の末やよ。

前の町長の時代や。それで来たんがこの３月から。そこで公告したんやで。前の町長のと

きに言うてきたあんねん。わし、そんな業者なんだったら、もう解約したれと。年２回で

も言うたな。解約よ。別に解約しても構わんねやで。熱烈な、わしは賛成派で、貪欲な補

償金派やけれどもね。それでやってんねんで。おかしい。これについて聞きたい。

○議長（谷重幸君） 住民課長。

○住民課長（中西幸生君） 谷口議員の質問にお答えします。

まず、何新聞かということですけれども、新聞社につきましては、地元地方紙の日高新

報さん、それと紀州新聞さん。

○住民課長（中西幸生君） 日付まではちょっと今、確認はしていないけれども。

○住民課長（中西幸生君） 全国紙については、読売新聞。

○住民課長（中西幸生君） 毎日新聞、朝日新聞の３社です。計、全部で５社です。

○住民課長（中西幸生君） はい、地元紙を含めて５社です。

○議長（谷重幸君） 住民課長。

○住民課長（中西幸生君） 先ほどの日付ですけれども、３月２７日付です。

○住民課長（中西幸生君） 付の新聞に載っております。

○３番（谷口昇君） 全部の新聞か。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） また議員に、探しましてコピーして、次の議会までにお渡しし

ます。

○議長（谷重幸君） ３番、谷口議員。

○３番（谷口昇君） ２、御留山の松を何ゆえバリバリ切るのか。

①先日の夜、福祉センターで知事の行政報告があった。町民はまた仁坂の名調子を聞こ

うと、約２５０人も集まり盛会だった。

私も終わるとき質問して、パンフレットを示して、「御留山のことか」と聞いたら、
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「御留林としている。これは僕が考えたのです」とのことだった。「なるほど、うまいこ

と言うの」と私は驚いた。知事の優しい声ととんちには、今さらながら敬服したのである。

そして、彼は松林の重要さを一席やった。この御留山は４００年前、紀州５５万石の初

代徳川家のお殿さん、南竜公である。それから１００年余り、てんごの川を掘ったが、松

林は、その部分は大松はない、松の枝１本折っても死罪ということで御留山は守られてき

た。

それが戦後７４年たつが、だんだん切られて昔の半分以下になってきた。御留山の精神

を忘れたか。必要があるから切るとは至って合理的であるが、紀州のお殿さんが泣く。戦

時中でも天皇の軍隊が紀州で１万５，０００人、１個師団ほど駐屯したが、戦争に必要な

のに１本もよう切らなかった。この精神が御留山を愛する精神である。このことを町長は

どう思われますか。

②具体的には、松原小学校横の通学用歩道は、松の木が約２０本ある。切るつもりなの

か。エノキの木ならバリバリ切れ。新浜の人は、ヨノミの木、エノキもヨノミの木も同じ、

ヨノミの木は葉が飛んで、といが詰まると敵視している。使い道はまないたにするとよい。

初めに道ありきではなく、初めに御留山ありの精神でやらねばならない。

１０年ほど前、作業員が松小前の大木の幹を５メートルほど切った。涙をのんで切った。

３年で枯れると思ったが、今は立派な笠の松になった。工事ではこれも切らねばならんと

思っている。御留山の松を切ると死ぬという伝説もあるが、その事実は、新浜や吉原の古

い人は知っている。

最後に答えになると損であるけれども言う。私の損やで。ここからちょっとまたがるん

です、考え方が。切る松あれば植えかえよである。１本ええ松を見つけてある。

次に、消防消防署の隣へ新浜の会場が来るとのことだが、金網の端は、五、六本大きな

松がある。あれはそのままにして、東のほうへ５ｍぐらい場所を与えてやれ。そうすると

場所も広くなり、松も助かる。御留山を愛する心を持っていれば、むちゃくちゃな切り方

をすんな。松を生き物のごとく愛するのが御留山の精神だ。優しい町長さんの名答弁を請

う。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷口議員の２つ目、御留山の松をなぜバリバリ切るのかの、ま

ず１点目、御留山の歴史とその精神についてでございます。

松が植生し始めた時期や、大規模な群落を形成した時期については明らかとなっており

ませんが、この大松原の本格的な保護政策は、元和５年、１６１９年に初代紀州藩主と

なった徳川頼宣公が、その伐採を禁じる御留山としたことが始まりであるとされています。

宝暦２年、１７５２年には、藩の財政難を理由とした伐採が行われたものの、その後、

この防潮林保護のための厳しい命令が発せられ、宝暦１１年、１７６１年では、俗に言う

「てんごの川」の建設に当たっての伐採が行われ、財部、小松原、田井、薗浦、島といっ

た各村の農民たちが、潮風の害が心配だとして反対しました。
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以降、藩は、この大松原の管理、取り締まりに力点を置き、和田、吉原、田井、浜ノ瀬

の各村だけでなく、風下の村々に対しても松の植樹を命じたとされています。

このような美浜町史の記述を見てみますと、今日では、その保護政策の名称が御留山か

ら保安林へと移り変わったものの、江戸時代から明治、大正、昭和、平成、そして令和と

約４００年もの長きにわたり、煙樹ヶ浜の松林が大切に守り引き継がれてきたことが理解

できます。

このことは、その時代時代の人々が、この大松原、煙樹ヶ浜の松林が持つ防潮機能を最

大限尊重してきたあかしであると、私は認識してございます。

煙樹ヶ浜の松林は、潮害防備や保健休養といった機能を持つ保安林であり、私たち現役

世代も先人たちと同様、その保全に努め、後世に継承していかなければならないものでご

ざいます。

②松原小学校通学路歩道、新浜集会場予定地と松を切る理由の関連性、御留山の精神、

松を愛する心とは切ることの関連性についてお答えいたします。

松原小学校の東側に位置する町道吉原宮前線につきましては、その拡幅改良を本年度よ

り事業化し、既に測量設計業務を実施いたしております。幅員が狭小にもかかわらず、交

通量の多い路線であるとともに、通学路として指定され、松原小学校や学童保育室にも接

しております。児童の安全を最優先事項とした次第であり、幅員を広げるとともに歩道を

設置することで、安全で円滑な道路交通環境が実現することとなります。

地元自治会の皆様や松原小学校、ＰＴＡの皆様からご要望を頂戴している事業でもあり

ますので、どうか、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

新浜集会場の建設に関しましても同様でございます。

これまでの数年間、再三にわたり、そのご要望を新浜区から頂戴し、昨年度においては、

自治会の皆様とともに、建設用地に関し幾度となく議論を重ね、熟慮した結果、ようやく

今日の適地選定に至っているところでございます。どうか、自治会の皆様のこれまでの熱

意とご努力に関し、ご理解のほどお願い申し上げます。この集会場の完成を契機として、

より一層、新浜区の地域力が増していくものと、私は期待しております。

長い年月の間、成長してきた松を伐採すること、身を切る思いでございます。これまで

に申し上げました事柄と松の大切さを十分に比較考量した上での決断でありました。遠い

昔から防潮や景観美など多くの恩恵を受けてきた私たちは、これからも煙樹ヶ浜の松林と

ともに生きていくものです。公的な管理を含め適切な維持管理と保全のもと、人間の営み

との調和・共生を図りながら、この美しい煙樹ヶ浜の松林、自然の宝物を守ってまいりま

す。

○議長（谷重幸君） ３番、谷口議員。

○３番（谷口昇君） まず、松のことやけれども、用があったら、何事にもそうだけれど

も、用があったら、そこを中心に考える。これは、こればっかり考えてきたから戦争に巻

き込まれたんだ。国のためやと言うて、こういうのファシズムと言うんやな、ファシズム。
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例えば、ＰＴＡの問題いうたらＰＴＡファシズム、こうなる。それから、新浜の自治会か

らくるか知らんけれども、あいつら二、三人、そがいなこと言うていて、それが新浜の人

間知らんで。よう会うもんよ。区長、あそこの、松てるわの建物で、それでよう話するん

やけれどもね。二、三人言うて、そして、投票、区民大会やったかと。やってないんよ。

投票していない。採決して、反対と言わせてくれたらいいけれども、それもせえへん。そ

れに、もう皆で選んできた人が、我々の行かんおじいさんのために、勝手に決めて、いか

にも民主的なようにやるけれども、これは民主的ファシズムですよ。

今や、こういう問題をするときに、結構なもんやろ。ＰＴＡ言うてきたら、はいはいと

言うてきたようにしようかと。松、どないなんのか。１％でも置いとこうかと。その考え

はないんで、言うてきてからせなんだ。危険な道やと言うけれども、皆、晩方になったら

来るけれども、危険だったら、あそこへ２０キロぐらいにしてあんのよ。しかし、ネズミ

取りかかったら入れる場所ないわな。一発危険と違う。いままで交通事故やったことない

やろ。軍隊でもよう切らなんねんで。本土決戦で。そういうところ。

教育ばっかりじゃ教育ファシズム。新浜の区は誰も区民に聞けへん。聞けへんのなぜ？

今になって。俺が区、もう別につくったろうかと、いつも言いやんのよ。区とは何ぞや。

一遍、教えてほしいけれどもね。定義、あれは任意の団体やで。前にも言うたあったんよ。

がたがたぬかしたら、我ら新浜第２区つくったるぞと。なぜ、新浜第２区にしたんや。和

田に第３区あららよ。１、２、３と要りますわな。それで、そういうことを言うたことあ

んねけども。

区は大きな声で言うたら、マッカーサーの時代だったら怒られるで。区は廃止してんも

ん。絶対、区論についてデータございますけれども、昔、松小建つときに、金５００円か

１千円、ちょっとずつしてんら。それでそのとき大分投降した人、新浜でもあるけれども、

わしとこ寄付せえへな、１回分しか。区のおかげで戦争こうなんねらな。そんなことした

ら区長やるもんないで。かわいそうに、手当、数万しかない。それで一月の電話賃で、そ

れいってまう。それが実態。ほやさかいに、二、三度来てくれて、いかにもやったように。

これはおかしいんやで。区の定義を知っていたら教えてくれんかな。第２区つくってもか

まんで。そしてまた誰ぞ、また第３区、こういうことでくんねよ。そのかわり、回覧板ら

回してくれやなな。

そうしたら、戦前どこの村でも、戦前て今からもう１００年ぐら前やけれどもね。歩き

さんてあったんや。松原村にもあったよ。おとん、山番やしね、おかあ、わいとこのいと

こ、すくど搔きにいったら、またおばはん怒んのよ。それで、わいとこ行っても、怒れへ

んねん。お母ちゃんら、二従姉妹、やさかいね。そんなんあってん。回覧板皆回してきと

う。あいでも、ところかわってね、その犯人は、わしところの班では、わしのところやけ

れども、一々歩きさん、歩いて配ってくんのよ。銭ちょっと要るけれどね。戦前は。戦後

でもあったで。吉原の人ようしたしね。そして、松も大事にした。おばんに取り上げられ

るら、すくどら。わいところは取り上げられへんで、一家やさかいに。
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そして、この間も何かの帰りに台風あったろ。そして、あそこ、話飛ぶけれども、この

間、言うとろ、できるまで、あんなんボランティアでやったら１人でできるで。やったら

もう半年。どうにかけがせんと通れるで。銭要らんのよ。予算らただ。そして、わし、ま

いったんはね、８０以上の人でないと、あがなすくどのつかはようつくらん。すくどにつ

かってあんねん。

ほいてねぇ、教師らねぇ、松葉搔いてダンボールへ入れて、あかんと言うてんのに聞け

へならよ。かさ多くなる。つかちゅうて、サラエで足で蹴りもうてやったら、フゴ要らん

のよ。そのかわり、松洋ある頃に、若いしは１メートルのツカつくって、ひっくりこける

の面白いさかいな。我々積んで来たけれどもね。絶対、もじけへんね。それは、松葉搔い

た人間でなかったら知らんの。そこいうことにあの松。そこばっかりやるというのは全体

主義。１％まで譲るというのは、これはかまなな、考えたある。

時間ないんで、成瀬町長亡くなって大分たつけれども、エノキの木、置いとけよて言う

て、置いたあんねで。ほいで、エノキ要らんらしいぞと。エノキだったら要らんねんな。

切ってもうたら新浜の人は、吉原の人も喜ぶ。といへかかんのよ。紀州ではヨノミと言う

んやけれども、ヨノキとも言うし、ヨノキの実やさかいヨノミになるんで。ほんまはエノ

キですね。木へんに夏。あんな下等な。まないたしか使えませんけれども、それ切ったた

らもっと広うなんねん。そして、その中にケヤキ、成瀬町長、植えてくれてん、もう３０

年ほど前になるやけどね。皆切ってもうとら。どうするか、ほかしに行ったんちゃうか。

ケヤキだと高いんよ。それで、ちょっと少ないな、これぐらいだったらなと言うてくれる。

あれもろうてこいとは言うたんやけれどね。ケヤキ。

あんたら、木の種類もよう知っているかい。そうしたら、ややこしいで、わし、あんな

理科の先生のところに問いに行くんよ。木持って。おととし、ようやったよ。あの会社も

もうどうにか。あの変な天下り、ミスター天下り。わしは、彼のことを配属将校と言うん

やけれどもね。中等学校に皆、少尉以上の人が来てやって、校長より権限強いんよ。やっ

と去年の今ごろ、もうやめとる。福岡あたりの大学に勤めたから。あいつの仕事やろう。

それで今別件で問うけどね、また。あいつとけんかしよったんよ。それで、今は伸び伸び

とやっておるやろ。わしもメンバーやけど、ちょっとこのごろサボってんねけどね。あの

辺でも松の木を大事に、文化財も下にあんのよ。

文化財は掘りだして美術館置くんと違うんやで。上から、オオクワ君みたいに、オオク

ワ偉いわ。兄弟３人ともわいらの後輩やけれども。あの上、座布団みたいなの敷いてね。

厚さ５メートルの。その上に立ったあんのオークワやろ、ベースの上へ。ほしかったら中

からトンネル掘って取り出す。これが完全な文化財保護ですな。そいええんやけれども、

ようけおろそかにしてあんのよ。あの松のあたりに２０００年前の刀、剣、小学校、もう

失うてないんですよ。終戦後まだあったんよ。銅剣やな、あれ。ぼろ屋へ売ったんちゃう

か、朝鮮戦争のあたりに、ぼろ屋へ売った。それあんねん。わやにしやれてしまうんよ。

ファシズムの話からそうなったんやけれども、松の木よりもＰＴＡのほうが大事やと、
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それをＰＴＡファシズム。新浜区のことが大事やと。わいらもうそんな区から出たるつも

りやけれどね。回覧板持ってきえへんさか、そのかわり、役場からアルバイト、雇って

持ってこいよ。字も読めんぞ。そういうファシズム、１％も言うこと聞いて、歴史の勉強、

仁坂のほうがましやの。仁坂わりかた、まねをするだけでも、ちょっとかいらしや。保安

御留林と書いてんて、ほらえらいの。負けたな、知事さんとこの間言うたんやけれどもね。

そういうことなんねら。そんなけがいっこもない。それは皆町長が、それさされるのか知

らんけれども。あい、植えかえよという優しい声はないんかい。成瀬は優しかったぞ。松

洋の講堂できとろ、はたにね、ちょうど１尺余りのあってんらよ。町長、あれ、くれよと、

まだ、わい、生かしてる。２年間生かしたで。毎日水あげに行ってん。一人でようせんで。

チェーンブロックを借ってきて、五、六人のおいやん来て、掘ってしたんやけれども。２

年して、しまいに、ペンキまで塗ったったんよ。松の木に、落ちんように。それで、上か

ら落ちて、そして頭にきて、これたたりあるなって、えー、それもうほらんといて、ほっ

たけど。２年間もったで。成瀬も良やった、「松、ついたか」ちゅうてよ。見て来いと言

うたってんな。しまいに緑のペンキふくやつ。そうしたら、枯れたところも美しく見える。

それが、松を愛する何やら。ちょっと時間かかるけれども、新浜の餓鬼が何をぬかすんが

と言うてやってくれ。あそこの、切らいでも、植えかえて、植えかえなあかんのやったら、

もう１０メートルほど向こうへ行って、消防署との境目に５ｍ置いといたんねん。ええあ

の緑の木あります、こんな。それをぶすぶす切ったあったら大分。そしてもうちょっと向

こう。

今、昭和２８年に水害来る前の年の昭和２７年に、ダイワが大きな工事やってね。保安

林がジャングルになって、これはダイワ、あれを乗り込んだよ役場へ。吉原のおっさんが

村長だってね。それで、組合行こらて言うさか３０人ほどいてんだ。あんなところに金網

やられたらかなんと言うたけれども、ようそこ囲ってもうたんよ。松の木、あいがあるさ

かいに大分違いますよ。ダイワ、あの工事して。砂が皆、切戸から運んだんですね。何で

も、これだけやったらという考えが危険です。ファシズムですよ。区から一部の者が言う

てきて、松を切るの反対と言うやつあんねもんよ。切るなと言えへんで。１０メートルの

東寄りにやったったら、ヨノミは幾らでも切ったらええで。ほったら、ええ場所できるや

ろう。庭木になる。

そして、松下のところにも１本だけ見つけたあんのよ。何もかもええ情報報告と言うん

やろ。ＰＴＡのこと、何もわからんと言うたら、ＰＴＡでファシズムになるぞ。何怖いん

だＰＴＡ。あい教師もはいったあんね、あの中に。ＰＴＡって、ティチャーもあんねで。

あいら仕掛けて何考えてんのかわからんで。わい、松洋におるときＰＴＡの会長に立った

けれども、落ちたけれどもね。０票と違うで。銭出したろがよ。ＰＴＡ会費、教師も出し

やんで。出いとかなんだら、偉そうに言えんのボスらに。ほいで、わいら、銭取ってもら

うかと。松洋で、わし、立ちましたけれども、そんなもんに１回、２回聞いて、なんで聞

いたらんならん。これこそ松洋ファシズム。
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植えかえをするやつは見つけたあんのよ。その植えかえ。もうようけ時間ない。植えか

えをひとつやろうと思ったことあるのか。そうしたら構わんな。もう手打つとこ考えたあ

んのよ。このぐらいの松よ。あれだったら出てくるわ。ハタに、なぜあそこたいの松、生

き生きとしておるか知ってるかい。一番、下の小学校の昇降口のところ、上切って傘みた

いになったろ。その男に、あれも新浜の男よ。真面目な。あれ枯れるぞ、枯れても構わん

のかと。知ってる、そうかと言ってね。それで通るたびに、お宮に参るたびに、上見るの

よ。このごろ見事な傘の形の松になったあるで。できら、高所作業員の資格も持ってある

し、まあ、ようさん見てきてください、町長。ええ松よ。いや、切らなしょうない。いい

かな、おまえでもあの松、切んなってよう言わな。

それで、幼稚園の学童の門から行くところ、ひどいところ取り込んであったら、西へ取

り込んだ１本助かんねん。そうも見つけてあんねや。そういう努力をしていかなあかんや

ろ。工事やってもったら困るな。年いって声も小さいけれども、あそこご祈祷しに拝みに

行か。そうしたら、業務妨害違うわ。南無阿弥陀仏言いもってから、松を切らんといてく

ださいと土下座するの構わんやろ。邪魔せんとこでやるさかいな。

それで、新浜の餓鬼ら、何ぬかすんか知らんけれども、大分この間、区長に言うてんだ

わ。がたがたぬかしたら区から出たるぞと言って。そうしたら、あいつらは出てほしい

ばっかりよ。そうしたら、何か不満持ってこいよ。そこまでわしは考えてあんねん。あれ

もそやかに、一部の者の言うことを。よそ者という言葉使わんけれどもね、歴史から言う

たら、よそから、渡海してきた人は、一丁前の松のことを言うてもらったら困るねん。そ

れが実態やからな。

そういうことで、１０ｍ、新浜かんたんやで、１０ｍ、今５０平米家建ったとしたら、

６０平米になるように向こうへやったら。それで、ヨノミしっかり切ってやってください。

ヨノミ切ったら喜ぶさかい。そしたら、広うなんねんもん。ほいであの松、このくらいあ

るで、五、六本あんねん。

そういうことで、優しさ、仁坂みたいな、保安林を御留林と名づけて、であれいちびっ

てあんねん、喜ぶ。これ僕つくったんですよ。この間、仁坂言いやったで。これは負けた

なとか言うたんや。その心よ。何ぞ用事あったら切ろうかと、戦時中でもよう切らなんで

んな。妥協すんねんで。あの１本、成瀬みたいにくれんか。くれたら、わし、また。ただ

し、松は植えるためには、冬でなかったらあかんのやで。２月の捨て松って、捨てておい

ても生えてくるねん。今切ったら、今度いつすんのか知らんけれども。何か、一日も早く

言うたらあかんで。２月を中心にやりよし。切るのやったら。どうやっても、いくら長い

でもよう切らなあかんなと思うさかい。道側にゲックとさいたら、学童の前、道広かろ？

ゲックと開いたら行けるんや。

それで、答弁、今あかんなんだら、次の議会でやりますさかいに。絶対、ワヤにしても

仁坂に笑われるよ。こんなにしたら、ようせんのかと。あの、弁証法的な解決というのは

知っているか。正反合の。昔の今から７０年ぐらい前、皆そこたいの青年団やったんよ。
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名称、正反合なっているけれどな。あかなんだら、お上の方針。お上では切んなと言って

いるねん。その点について徹底的にお尋ねいたしますんで。

なお、新聞記事の、先ほどのなんとともに、次回で追及をいたします。どうぞ、新浜に

切んなと言えへんなんだ。屋敷を１０ｍ東に譲ったれ。そうしたら、そこに並んだやつ助

かると言うてんねん。それで、こっちは１本くれたら、わい、着かいたると。くれへんか

い。成瀬やったら、大きなんくれたわ。

以上、次の議会まで。また、行かしてもらうさかいに。終わったら。えらい、すみませ

ん。

○議長（谷重幸君） 何か答弁ないですか。

町長。

○町長（籔内美和子君） 谷口議員の今のご質問ですが、新浜集会所の５メートルとか、

１０メートル寄ればというお話ですが、今後、新浜の皆様とも協議していきたいと思いま

す。今後のことについては。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。

再開は１０時４５分です。

午前十時三十二分休憩

―――・―――
午前十時四十五分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

先ほどの谷口議員の一般質問の中で一部不穏当な発言があったように思われますので、

後刻、記録を調査の上、措置いたします。

一般質問を続けます。

７番、谷進介議員の質問を許します。７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） ７番、谷です。

議長の許可をいただきましたので、通告に従って一般質問を行います。

今回も住民全体の代表たる議員として、しっかりと論理的に、技術的に合理性のある答

弁を求めるものであります。

まず、１点目の質問。

今さらながらではありますが、公共調達における基本的な方針、考え方をお聞きします。

予算策定において総計予算主義、公正確保や健全性確保及び事前決議等、数多くの主義、

規定、原則があるとお聞きします。

行政職を数十年も務められた町長に対して釈迦に説法で大変恐縮でありますが、それら

を踏まえ、令和元年度美浜町一般会計補正予算（第１号）における情報系ＰＣ設定委託料、

情報系ＰＣリース料について、その方針、考え方について、私のように行政経験が職業に

ない者に対して具体的でわかりやすい答弁をお願いします。

○議長（谷重幸君） 町長。



令和元年美浜町議会第３回定例会（第２日）

３２

○町長（籔内美和子君） 谷議員のまず１点目、公共調達における基本的な方針、考え方

についての予算策定における情報系ＰＣ設定委託料、リース料についての方針、考え方に

ついてにお答えいたします。

公共調達における基本的な方針等につきましては、公平性、競争性及び透明性を確保す

ることが必要であると考えてございます。

今回の情報系パソコン設定委託料、情報系パソコンリース料につきましては、マイクロ

ソフト社製のＯＳであるウインドウズ７のサポート期間が令和２年１月１４日をもって終

了する予定となってございます。

サポートの終了したＯＳを使用し続けることは、美浜町にとってのセキュリティホール

となるばかりでなく、ＬＧＷＡＮ回線等を通して、ネットワークがつながっている他団体

にとっても危険要因となることが考えられます。

総務省からの通知におきましても、マイクロソフト社ウインドウズ７サポートの終了に

伴う対応状況の確認について、サポートの終了日までにＯＳの更新を行うことを促されて

ございます。

当町においても、６月補正にてお認めいただきました情報系パソコンのリース料につき

ましては、令和２年１月１４日に間に合うようにパソコンの更新を行うため、指名競争入

札を実施したところでございます。

また、情報系パソコンの設定につきましては、当町の情報系ネットワークの構築・保守

を委託している業者にリースしたパソコンを当町の情報系システムが使用できるよう設定

していただく予定となってございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 再質問というか、質問に当たるところもありますので、あれですけ

れども、要は今ご答弁いただきまして、本当に私と考え、全くそごもないところでござい

ますので、そういうことを言うのもおこがましいですが、ただいまの答弁の中で、町長は、

公平性、競争性及び透明性を確保することが必要であると。これは全くもってそのとおり

だと思います。

また、最初の質問で私も質問漏れをしたような感じで、質問というか、表明というか、

お示しを忘れたようでありますが、地方自治法第２条第１４項、これはよく言われる最少

の経費で最大の効果をと、これはもう当然のことだろうと思って、あえてお述べにならな

かったんだと思いますが、今、上げましたように、町長が答弁いただいた公平で競争性及

び透明性が確保することができなかった場合、また、最大の効果が挙げられなかった場合

というのは、こういうことにかかわらず予算の執行はできないということでよろしいんで

すよね。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

今回の情報系パソコンのリース料につきましては、指名競争入札によって実施いたしま
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した。指名競争入札によって、よい商品を低価格で入札するというところで、入札のほう

を行ったところでございます。

議員、おっしゃられるように、こういったことによりまして、最少の経費で最大の効果

が挙がるようにというところでございます。

２点目の当町の情報系ネットワークの構築・保守を委託している件でございますけれど

も、こちらにつきましては、業者のほうでの構築・保守についてですけれども、セキュリ

ティーの観点や効果面から、当町のセキュリティーをよく知っておられるというところで

随意契約によって締結をしようと考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 答弁は、私の１回目の質問に対する答弁の補足、充足と考えていい

んですか。

私の今、お聞きしたのは、町長が答弁されました公平性、競争性及び透明性、また、最

大の効果が得られないようであれば予算は執行できないという理解でいいのかというのが

私の再質問です。お答えください。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） 議員おっしゃるように、公共調達につきましては、公平

性、競争性、透明性を確保するということが必要であると考えておりまして、そういった

ことで議員のおっしゃるとおりでございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） それでは、２点目の質問にまいります。

昨今、ニュースシーンをにぎわしている情報セキュリティーについてであります。

まず、日美総政第６４１号、これの別紙３、４から、現下における美浜町では、セキュ

リティー管理についての最高責任者が不在というゆゆしき状況であると思われます。現在

の運用は間違いなく行われているのですか。

次に、令和元年９月３日付、日美総政第６４１号の別紙２より、パソコン上での設定作

業について、ネットワーク接続の動作確認以外、ディスクイメージの配付の作業であるの

か。また、ファイルのアップやダウンロード、またプリントアウトについて、ログ等はど

うしているのかをお聞きします。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷議員の２つ目、情報セキュリティーについての、１つ目の現

在の運用は間違いなく行われているのかについてお答えいたします。

セキュリティー管理の最高責任者である副町長は現在不在となっておりますが、不在の

期間中は総務政策課長をもって職務を代理しているところでございます。

２つ目、パソコン上での設定作業についてお答えいたします。
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情報系パソコンの設定作業につきましては、議員がおっしゃるようにディスクイメージ

での設定も行いますが、パソコンごとに個別の設定も必要となってございます。

なお、ログにつきましては、情報系パソコンで行っております作業は資産管理ソフトで

収集しております。また、インターネット等のログにつきましては、現在は、情報系パソ

コンより直接のインターネット接続はできないようにしており、シンクライアントを利用

しております。なお、ログについては取得しております。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 再質問いたします。

ちょっと細かいんで控えてくださいね、しっかりと。多いという意味ですよ。

まず、セキュリティポリシーの徹底の具体施策というのは何かされているのですか。

それと、この別紙３の中に情報オーナーさんという定義がございますが、これは何人い

ますか。セキュリティー委員会、これも何回開かれましたか。ポリシーの設定によると平

成２９年４月とこれには、別紙３には入っていますね、それ以降。

それともう一点、最強セキュリティーレベルの保持者、これの人数と役職名。

次に別紙４、情報オーナーさんが作成すべき情報管理台帳、その点はオーナーさんに聞

けばすぐにわかるんですか。

それと、一番、僕ちょっとわかりにくかったのは、この資産管理ソフト、横文字のソフ

トの直訳なのでこんなことになっているんだと思うんですけれども、どうも資産管理とい

うと、例えば、お金とか、金品、宝石を思いますので、この資産管理ソフトとは何を指し

ているのか。でないと、その次の質問というか、皆さんのお考え方を聞くときに、ちょっ

と具体的に聞きにくいんですね。

あえて言いますと、例えばデバイス、パソコンの資産という意味でおっしゃっているの

か、その資産には、例えばファイルとか、データもそうでしょうし。また、逆に、パソコ

ンの資産というふうに考えると、デバイスというとあれですけれども、例えばキーボード

もデバイス、入出力のデバイスの一つですし、ＣＤを見る光学ドライブの話とか、俗によ

く言うハードディスクドライブと、そういうのを全て資産という言い方をしない場合もな

いので、この資産管理ソフトというのは、そんなふうに、具体的にどれじゃなくていいで

す。僕が今、申し上げたのは、デバイスの管理をしているのもそうだろうし、データの管

理、そういうことも全部していて資産管理ソフトというふうに使っているのかをちょっと

説明だけしてください。でないと、次の３番目、４番目にいくときに何か少しそごがある

質問をしてしまいそうなので。抜けていたら、もうそれはそれで仕方ないんで。とにかく

それの、今、複数質問しましたけれども、答弁願います。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

まず、美浜町情報セキュリティポリシーの基本方針と、別紙４の情報セキュリティポリ

シーの対策基準についてですが、こちらにつきましては、平成１５年に国の地方公共団体
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における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに従い策定したものでございま

す。

セキュリティポリシーを全て準じてやっているのかということでございますが、できて

いないところも多々ございます。この基本方針を全てやるとなるとなかなか難しいと感じ

ているところでございます。

システム課みたいな情報政策課とか、そういうふうな課があればいいんですが、なかな

か専属で電算の担当もしてございませんし、他の業務もあるところから、できるところか

らやっていきたいと考えているところでございます。

質問の委員会の開催を何回開いたのかというところですが、こちらの情報セキュリ

ティー委員会については、これを銘打っての委員会というのは開いてございません。強い

て言えば、月に１回、何かあれば課長会のほうで申し上げて議論のほうをしているところ

でございます。

続いて、情報オーナーについてですが、情報オーナーについては各課長が担当するとな

ります。

続いて、管理台帳については、策定のほうはやれておりません。

続いて、資産管理ソフトについてですけれども、こちらについては、商品の名前を言い

ますとＳＫＹＳＥＡのことでございます。誰が今何をしているのかわかるソフトのことで、

ＵＳＢなどの使用をできないようにする制限もしております。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） ちょっと答弁漏れ。

僕はそのセキュリティポリシーの徹底の具体施策は何かあるのか、やったのかとお聞き

したの。それを最強セキュリティーレベル保持者、数の役職名、これ、答えていない。こ

れ、ちょっと２回目で答えて。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

最高情報セキュリティー責任者は副町長となります。

当町のセキュリティー対策についてですけれども、例を挙げれば、職員用のパソコンに

各自パスワードを設定とか、インターネットとＬＧＷＡＮを分離、シンクライアントのこ

とでございます。それと、ＵＳＢの管理、各課において各課長が全て管理しているんです

けれども、そういったＵＳＢの管理。情報系システムの操作に顔認証を必要とするとか、

電算室への入退室に対して静脈認証とか、毎年、全職員に対してセキュリティー研修を開

催しているところでございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） ちょっと私の質問の仕方が悪かったようですね。
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具体策はよくわかりました。

それと、最高セキュリティー責任者は、これに書いているとおり、それも不在だから問

題だというのは質問したぐらいわかっています。現在、セキュリティーレベルを、アドミ

ンというか最高の権限を持っている職員というのは副町長だけなのか。そういう意味で最

高セキュリティーレベルの保持者の数と役職名を聞いたんです。ちょっと質問の仕方が悪

かったですか。

それと、今、パスワード云々という答弁もいただきましたので、パソコンが起動時のバ

イオスのパスワード、スーパーバイザーのパスワードであるとか、ハードディスクのパス

ワード、これは設定していないんですか。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

情報セキュリティポリシーの基本方針の６ページ、第３節、セキュリティー管理組織と

いうことで、副町長がこの責務に当たりますと、情報セキュリティー委員会のメンバーは

副町長が任命するとなってございます。

しかし、情報セキュリティー委員会は当町のほうでは構成はされておりません。

以上です。

○議長（谷重幸君） 総務政策課主幹。

○総務政策課主幹（北村卓也君） お答えいたします。

バイオス、ハードディスクにパスワードはかけているのかということでございますけれ

ども、そこまではできておらないのが現状でございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） セキュリティー管理組織、当初から総務政策課長、やれていると

ころも、やれていないところもあると、順次今やっていくと、それは全てを最初から

１００％は難しいでしょう。ただ、僕が聞いたのは、僕の質問の仕方が悪いんですね。セ

キュリティーレベル保持者、つまり当然、最高は副町長で、それ以下から、副町長のほう

から許可をいただいた各課長、これは情報オーナーですよね。

わかりますけれども、じゃこの設定とか、例えば異動があると。総務政策課から防災企

画課に行っちゃったと。いろんな場合にとか、下に小部屋ありますよね。そこへは普通は

最高セキュリティー保持者しか入れないでしょう。副町長以外、そのセキュリティー保持

者以外誰が設定に入る。そういうセキュリティーレベル保持者のことを聞いたわけですよ、

僕は。すべからず全て総務政策課長がなされるわけじゃないでしょう。だから、そういう

人の人数と役職で、そこを聞いたんです。例えば主幹以上とか、そういうのがいない中で

そういう人間がいるのかどうかを、セキュリティー管理上知りたくて聞いたわけです。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。
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当町のセキュリティー組織の保持者についてですが、総務政策課のほうで、主担当が１

名、副担当が１名となっております。その２名がセキュリティー組織の保持者となってご

ざいます。役職につきましては、主幹と主事でございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） いよいよもっと細かく質問になってしまうが、ここは全部技術的な

話なので、わかる、わからないとか、はっきり答弁をしてもらいたいところであります。

３点目の質問です。

まず、今やパソコンのない美浜町役場の業務遂行は成り立たないと考えますがどうか。

また、これ以降の質問は、しっかりとした技術的根拠や公正性等に基づき、あやふやな

回答は一切求めていないのでそのように回答を求めます。

先ほども言っていました、令和元年９月３日付の日美総政第６４１号の別紙１で幾ばく

かの回答はいただいたが、質問の仕方がまずかったのか、内容等の根拠となる仕様書その

ものが示されていない。よって、その提出を求めます。

第６４１号の別紙１の３、液晶の指定の詳細説明を求めます。

１の７、書き出しは原則禁止とある。読み込みは問題ないということなのか。

別紙１の８、マイクロソフトオフィスが非常に高価との記述があるが、どれほどなのか。

別紙１の１０、国内メーカー製に限るとある。根拠に保守管理を考えとしているが、何

をどのように考えてこの結論なのか。

別紙１の１１、標準添付品セットとは。何か標準仕様なるものがあるのか。アプリケー

ション標準も同様であります。再セットアップ媒体は１枚ずつ、つまり、これも仕様書に

ＰＣが２種類指定ありましたので、それが１枚ずつでよいのかということであります。

無線ＬＡＮ非搭載はなぜなのか。

以上、答弁を求めます。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷議員の３点目、機器仕様についての１つ目、仕様内容の根拠

についてお答えいたします。

議員おっしゃるとおり、私も役場の業務遂行におきましては、今やパソコンはなくては

ならないものと考えてございます。

まず、液晶については、職員の業務効率を考え、フルＨＤの仕様とさせていただいてご

ざいます。画面の解像度を上げることで一度に表示させる情報量が多くなり、デスクトッ

プの領域を広く使用することができると考えてございます。

書き出しは原則禁止とあるが、読み込みは問題ないかという問いにつきましては、問題

ないということではございません。ＵＳＢメモリやＳＤカードなどの外部記録媒体は、原

則使用を禁止しており、資産管理ソフトにて読み込みを制限してございます。

また、職員に対しても、毎年セキュリティー研修を実施してございます。
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マイクロソフトオフィスが非常に高価とあるが、どれほどなのかというご質問につきま

しては、複数の業者に見積もりを取りましたところ、オープン価格ではございますが、お

よそ４５千円ほどとなってございます。マイクロソフトオフィスを入れた場合には、別途

一太郎も入れる必要がございますことから、一太郎の見積価格、これもオープン価格では

ございますが、およそ１４千円となってございますので、これらを合わせますと１台およ

そ５９千円となります。

国内メーカー製に限る根拠が保守管理としております理由につきましては、庁舎内で使

用しているパソコンのメーカーについての近隣市町の状況を伺ったところ、外資系メー

カーのパソコンを導入したことのある市町より、導入後の保守で手間がかかり大変苦労し

たと聞いてございます。また、一部の外資系メーカーでは、過去にセキュリティー上の問

題が発生したこともあり、今回は国内メーカーのみとさせていただきました。

標準添付品セット、標準アプリケーションの仕様につきましては、標準添付品セットと

は、アダプターを含め取扱説明書等のことでございます。

標準のアプリケーションとは、ウインドウズの基本的なアプリケーションを指してござ

います。メーカー製のパソコンで入っていないことは余り考えられませんが、念のために

記載させていただいてございます。

再セットアップ媒体は、１枚ずつの計２枚でよいのかということでございますが、１枚

ずつの合計２枚で問題ございません。

無線ＬＡＮ非搭載につきましては、無線ＬＡＮ機能を搭載すると、役場の情報系パソコ

ンからスマートフォン等と接続しインターネットにつなぐことができ、セキュリティー面

に問題が生じるため非搭載としてございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 今回の質問のあれは、ここからが本論みたいなもので、その前に、

なぜこんなことをよく聞くのかと言いますと、自慢話に聞こえると語弊ありますが、パソ

コン、私、二十三、四ぐらいから、もう約４０年近く、当時はパソコンと言いませんでし

た。マイコンと言う前ですね。自作キットが売ってあって、ハンダづけをしてＣＰＵをつ

けて、メモリ、入出力はスイッチです。オンオフ。表示は数字８セグメントの数字を表示

すると。一番最初が４ビットでした。次は８ビットで。動作周波数が今は何ギガヘルツで

すが、当時は４メガヘルツでした。千分の１以下でした。メモリに関して容量は、今はギ

ガバイトの単位です。そのころはキロバイト、３２キロバイトでしたね。記憶装置もテー

プでしたし、手取り七、八〇千のころに４００千かけて買いました。フロッピーディスク、

今はもうほとんどありませんが、それも１３０千円ぐらいしました、ドライブユニットが。

当時僕は、富士通さんのＦＭ７を買いました。有名だったのは、ＮＥＣさんのそのころ

は、皆さんは８００１とかお聞きかもわかりませんが、一番最初は８８０１、これの表示

機能が、今回フルＨＤの話もありますが、６４０の４００でした。当時国産のほとんどは

６４０の２００。この後出てくるフルＨＤは１９２０の１０８０。
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そんなことで、なぜＮＥＣさんがそこは６４０の４００で、しかも漢字、つまりテキス

ト表示とグラフィック、映像表示は２枚表示できるようになって、ですから日本語表示が

スムーズということで、日本では、ガラパゴスと言われるようにＮＥＣさんの規格がずっ

と長く通ったわけです。

当時は、もちろんＭＳ－ＤＯＳ自体もなかったですし、ウインドウズがもちろんとして

全くなかった。ＮＥＣさんのエヌドス、Ｎ８８－ＢＡＳＩＣとかありましたが、そんなか

んだしまして、ドスブイさん、今のマイクロソフトさんとか、ＩＢＭさん、いろんな外国

からの来たような、もともとＯＳは外国からですけれども、その種類がドスブイと言われ

て、バージョンで５からですが。でもドスブイなってからは、さっき言いましたように、

ＮＥＣさんは、テキスト、字と絵は違う表示なんですね。今あるウインドウズは全て同じ

です。同じところに絵と字を書いているわけです。ここは踏まえて。これを申し上げるた

めに言ったわけです。

再質問します。

フルＨＤ、皆さん、ノートパソコン、今お使いで、ちょっと見ますと横が１３６６の縦

が７６８ドット。それが今申し上げたように、フルＨＤは１９２０の１０８０となるわけ

ですね。確かに答弁にあったように表示面積が広くなります。１．６倍、２倍近くになる

んじゃないでしょうか。ただ、液晶の筐体は同じです。ということは、それだけおのおの

の表示が小さくなるわけです。フォントにしては６割から７割になります。

フルＨＤの規格１９２０の１０８０で使ってこそ、町長の答弁が生きるわけですけれど

も、見えにくかったら、今、フォントを拡大するという設定がありますので、まず、一般

のほとんどの、ここにいらっしゃる方、ほとんどはデフォルト１００％の表示では無理だ

と思いますが、それでもフルＨＤが必要なんですか。フルＨＤ、全体のもともとの性能を

発揮した使用方法はできないと思慮しますが、そのあたりは検討されてフルＨＤの指定を

したのか、私の今の疑問。フォントの拡大をしなくて皆さんが本当に使うのか。使ってい

るというのなら、私は質問をもう引っ込めますし、今後、それは確認に皆さんをまいりま

す。ＳＫＹＳＥＡで設定するならば、そのあたりデフォルトの設置でさわれないようにで

きるはずです。

次に、読み込みも制限していると。そうなると光学ドライブは不必要じゃないんですか。

ＣＤドライブついていたら危険ですよね。制限していて読み込みがあれなら、ＵＳＢって

光学ドライブも当然不必要だと思います。必要とあれば、外づけのを持って、そのＳＫＹ

ＳＥＡで解除しながらその場ですれば事足りると思いますが。また、ネットワークでの配

付もできるでしょう。

文書質問した折のあれにジャストオフィス、一太郎の話ですが、県からのでなくせませ

んと。県からの書類で一太郎で書き直ししなきゃならない書類て、そんなたくさんあるん

ですか。ほとんど見るだけの話じゃないんですかね。もちろん、マイクロソフトさんの

ワードでつくった書類もしかりですが、ですから、今回は、ワードは２０クライアントな
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んでしょう。一太郎で読むだけなら、別にビューアがあるんじゃないんですか。わざわざ

買う必要があるのかどうか、お答え願いたい。標準添付じゃもういいわ。

再質問というか、ちょっと別紙１、今回の仕様書でもありますが、いただいた仕様書か

ら言いましょうか、ストレージ、暗号化機能ＳＳＤで２４０ギガ以上とありますが、そも

そもＯＳって大体２０から３０ギガ、各アプリ三、四ギガ、ＳＫＹさん入れて云々、合計

４０、多く見ても５０ギガ以下で十二分にいけるはずですが、なぜ２４０ギガもの容量の

を選んだんですが、１２８ギガで十分ではないのか。また、暗号化云々ってありますが、

先ほどバイオスへのパスワード、ハードディスクだけでのパスワード設定がないとなれば、

これは暗号化しても意味ないんじゃないですか。単純に中は読めますが。

それと、議員になってすぐ、事務局のほうでも動画編集のパソコンを調達した次第です

けれども、それでもやっぱり環境対応への配慮というのは、こういう議会人として当然し

てあるわけですけれども、この仕様書にはそういうこと一切ないので、そのあたりはなく

てもいいという考えなのか。

以上、お答え願いたい。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

まず、１点目のフルＨＤが必要かということでございます。

まず、１例を挙げれば、県などからの調査のときなど、画面を小さくしても文字が鮮明

に表示されることから、業務の効率を図ることができると判断いたしましてフルＨＤとい

たしました。現在は、フルＨＤではなくＨＤを使用しているところでございます。

パソコンにつきましては、今後５年間、最低使用するということもありまして、フルＨ

Ｄとさせていただいたところでございます。

２点目の光学ドライブ、ＤＶＤ－ＲＯＭが必要ではないのかというところでございます

けれども、こちらにつきましては、例規集、条例とか規則のことなんですけれども、そう

いった改正をするに当たってソフトを使用することもございます。そういったことで、Ｄ

ＶＤのＲＯＭが必要となってございます。

３点目のストレージについてでございます。

ストレージにつきましては、パソコンの立ち上げ時の時間対処理速度は、ＨＤＤと比べ

てＳＳＤのほうが早いため、業務の効率化のためＳＳＤといたしました。容量につきまし

ては、現在５００ギガバイトのハードディスクを使用していますが、データの保存には

ファイルサーバを使用していますので、５００ギガバイトは不要と判断し２４０ギガバイ

トとしたところでございます。

続きまして、今回のパソコンについて環境に配慮したパソコンなのかどうなのかという

ところでございますが、今回のパソコンの購入仕様書にも書いているんですけれども、日

本のメーカーということで、あえて仕様書にも書いてございませんが、日本のメーカーで

あるとついていると判断した上で、環境等上のパソコンについては環境に配慮したパソコ
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ンを購入できると、そういったことでございます。

以上でございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 議長、また時間削減ちょっと考えて、繰り返しの質問になるんでね。

私の質問、今回悪くはないと思うんですけれども。フルＨＤでも、これは違いますけれど

も、繰り返しじゃないですけれども、細かいのは云々と、それ全職員が１００台全て必要

なんですか。だから一太郎のところで申し上げたじゃないですか。見るだけならビューア

があると。県からの、例えば一太郎の文書で、書き加えてまた編集しなきゃならない、編

集ね。それでも各課に１台別のそういうインストールされたものがあればいいんじゃない

ですか。何で押しなべて全体に。フルＨＤ、今後５年間を見越して云々と、とにかくだか

ら一般に使用する、日常業務でほとんどキャラクターベースの仕事でしょう、そこでフル

ＨＤが必要なはずがないと思うんですけれども。皆さん、フルＨＤ規格で、フォントサイ

ズもデフォルトでずっと使うということですね。そこは再度明確にお答えください。でな

いとフルＨＤは必要ではないです。

ストレージは、ストレージの内容を聞いたんじゃないですよ。容量を僕は問題にしたん

ですよ。１２８ギガで十分じゃないんですか。先ほどＯＳ、アプリ計算すれば。半分以下

ですよ。暗号化、このあたり繰り返しですよ。バイオスもハードディスクもパスワードか

けなかったら、これは簡単に読めますよ。理解して設定とか、その辺、この仕様書を書か

れたんですか。それをとにかく聞きたい。

環境対応については、もうそれはお答えいただいたんでいいですけれども、再度その辺、

もう一度答弁求めます。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

まず、フルＨＤについてでございます。全職員がフルＨＤが必要なのかどうなのかとい

うところでございますが、現時点での業務の中では、全職員がフルＨＤは必要はないと思

いますが、今後５年間のパソコンのリース等々、買いかえが５年後になるというところも

ありまして、フルＨＤとさせていただいたところでございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） 総務政策課主幹。

○総務政策課主幹（北村卓也君） お答えいたします。

ストレージ、いわゆるハードディスクについてですけれども、暗号化機能つきの仕様に

つきましてはＳＳＤの２４０ギガということで設定をさせていただいたところでございま

すけれども、先ほど申し上げましたバイオスハードディスクには現状、かけてございませ

ん。今回の仕様につきましては、今現状はそういう設定はしておりませんけれども、今後、

そういうことも踏まえまして、今回、機能があればというところで考えたところでござい

ます。
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以上でございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） だから、その容量も聞いたわけでしょう。２４０も必要なのかと。

フルＨＤにしても現在は必要じゃない。ということは、最少の投資額じゃないとおっ

しゃったと同じだと思いますがね。今のストレージの容量に関してもそうです。２４０必

要かどうかという答弁は一切なかったですね。光学ドライブについてもそうです。何か例

規集云々、それ必ず全員のパソコンで光学ドライブが必要なのか。違う、例規集ってネッ

トに上がっているんと違うの。この役場やったら、このイントラネット内に、サーバにあ

るのじゃないですか。

だから、その３点ぐらいは不必要とまでははっきり言えるかどうかわかりませんが、必

ず必要ではない仕様じゃないんですか。

それと更新なんであれですけれども、現在のシステムの廃棄に関しては関係ないんです

か。それと、これも５年後の処分については、この仕様書とかにはうたわれないんですか、

よくわからないんですけれども。お願いします。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

答えになっているかどうかわかりませんけれども、今回のパソコンについてですが、全

職員がこういったパソコンがいるのかどうかというところでございますが、全職員がこう

いったパソコン、業務等々にもよりますけれども、全職員がそういった高額、高額という

か性能のすぐれたパソコンは。

○７番（谷進介君） ＣＤドライブ。

○総務政策課長（野田佳秀君） ＣＤドライブが要るとは思ってございません。今後、５

年間を見越した上で、そういったことで購入のほうをさせていただいたところでございま

す。

以上です。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） 引き続いて、答弁させていただきます。

パソコンについては、今後５年後については、当町のほうで引き取るというところでご

ざいます。

以上です。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。

再開は１時３０分です。

午前十一時三十一分休憩

―――・―――
午後一時三〇分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。
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午前中に引き続き、谷進介議員の一般質問を続けます。

総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。２点あったかと思います。

まず、１点目についてですが、現在の使用しているパソコンについてですが、町の買い

取りなので、今後、町のほうで破棄していきたいと思っております。

２点目、光学ドライブの不要、ハードディスクの容量についてですが、次回のパソコン

の更新の際には検討していきたいと考えてございます。ご理解のほどよろしくお願いいた

します。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） ７番。

次回検討したいって、結局どうなのかということに答えていないですよね。答えられな

いということ。必要なのか必要でないのかといったのに、そうじゃなしに次回検討した

いって、そんな質問と答弁じゃないじゃないですか。

次のはそういうことはないようにして４点目お聞きします。

まず見積もり依頼先の選定の結果をお聞きします。

これは１点目の質問と同様、当然に予算執行に係るさまざまな規定や主義、さらには波

及効果を勘案してのものであるべきで、その公正性の担保が充足され、住民福祉への効果

も含まれていることの回答を求めます。

次に、見積入札依頼をした当初より、決定に至るまでの間における問い合わせや質問に

対する対応、回答及び決定結果について、その決定に関しての公正性の担保、恣意的な運

用懸念払拭のためにお示しを願いたい。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷議員の４点目、契約先選定、決定に関しての１つ目、見積入

札依頼先の選定経緯についてお答えいたします。

入札依頼先の選定につきましては、今回のパソコンのリース入札では、平成３０、３１

年度入札参加指名願いが提出されている業者より事業内容に事務機器、電子機器等の取り

扱いが記載されており、県内に本店、支店または営業所のある事業者を選定したところ、

２８社でございました。その中から過去に美浜町のパソコン等ＯＡ機器の入札に参加した

ことのある９社を指名させていただき、指名競争入札を実施させていただいたところでご

ざいます。

２つ目、入札依頼した当初より、決定に至るまでについてお答えいたします。

入札依頼をした当初より決定に至るまでの問い合わせや質問に対する対応、回答及び決

定結果につきましては、業者のほうより質問等があったときには、質問内容によって、担

当者で回答した後、課長へ報告を行う場合と担当者より起案の上、課長が判断させていた

だく場合、また、私が最終的に判断させていただく場合とがございます。その後、全指名
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業者に質問及び回答を通知させていただいたところでございます。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） ７番。

まず、この中の１点目というか、当然この９社というのは町内の業者なんですよね。住

民の福祉にも効果が認められるような発注というか、そういう観点からすれば、町内の業

者を当然指名されていると思いますので、その辺、またお答え願いたい。

仮に町外とか余りにも管内が離れているようなところでは、なぜそこを選んだのか、選

ばざるを得なかったのかというところもあわせてお示しを願いたい。

２番目、入札依頼したところは結局、前回の質問で添付しろといった仕様書ですよね。

この日付は元年５月です。私が聞いたところ、７月末あたりからこの入札の依頼が始まっ

たように聞いていますが、その中の入札の依頼の文書であるとか、そのときの添付した仕

様書、はたまたそれから質問なり、回答なりがあったはずでしょうけれども、それ全て出

してもらえますか。でないとちょっと聞けないので。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

１点目の質問の入札については、町内業者はということですが、町内業者の方について

なんですけれども、指名願いの提出がなかったというところで入札には参加できないとい

うところでございます。

２点目の件につきましては、至急、資料のほうを提出したいと思います。

以上です。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。

午後一時三十六分休憩

―――・―――
午後一時五十一分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 皆さん、貴重なお時間ありがとうございます。書類もいただきまし

た。

私の聞くのと少しそごが、聞くに及ぶのと少し違うような気もするんですが、こういう

仕様があって、起案書があって、回答があると。やりとりね。何かこの質問というのは、

向こうからは、一番初めのところによると、起案８月９日というやつですと、何か書状が

届いたということがありますが、この書状というのはファクスか何かなんでしょうか。

なぜ聞くかといいますと、要はこの８月９日、これは金曜日だったんじゃないですか。

１０日、１１、１２と土、日、月の休み。１３、１４はもうお盆。１５です。聞くところ

によると１回目は１６日が開札やいうやに聞きましたが、９日にこんなようなキーボード、

テンキーをつけにって、皆さんデスクトップなら簡単に思われるでしょうけれども、ノー
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トブックやったら、もう最初から基盤とかキーマトリクス、サイズ、全てケース、ケース

によっても違ってくるので、家を建てかえるに近い状態なんですけれども、９日のこれは

いつごろ出したんですか。質問がいつごろ来たのかもあるでしょうし、そのあたりから小

耳に挟んで、いろいろこれしっかり聞きたいなと思った案件でもありますし、もう少しこ

の経緯を詳しく。

それと、何かこれ、８月２９日か何かで、国内メーカーとか、レノムジャパンでもよい

のかと、仕様書で国内メーカーに限る。外資系企業として除外させていただきますとあり

ますね。ありますね。外資系企業は除外するんですね。そこはっきりお答えをいただきた

いです。

できれば今出せとは言いませんが、この質問上、当然ファックスならタイムスタンプ、

メールで来たんだったらヘッダーに時間出ると思いますので、そのあたりも後でお示しと

いうか、確認させていただけたらと思います。

じゃ、今の２点大きく、この８月９日の時間云々の件。

３点、もう一点いいます。

その外資系企業で除外とはっきりうたっています。その割にちょっと前後するのかな。

別紙１の途中には、メーカー製にこだわりが必要ないとかがあります。メモリのところに、

端っこね。パソコンでご存じのＣＰＵ、メモリ、ハードディスク、この辺がメーンじゃな

いですか。それがあってパソコン。そのメモリの一つに、メーカー製にこだわる必要がな

いため、サードパーティーの増設も可とした。あるところでは、国内メーカーであるとか、

マウスなんかも皆さん簡単に思っていますが、マウスからパソコン本体マザーボードまで

壊れちゃいますよ。サードパーティー製でも可としていますけれどもね。これには補償は

求めてないんですね。

およそこのあたりでトータル的にシステムなりハードウェアなりを理解した人がつくっ

たように思えない。

３点目としては、メーカー製にこだわる必要がないとうたっている。あるところでは、

国内メーカーだと。ダブルスタンダードじゃないんですか。このあたりの意図なり、ちゃ

んと設計の流れをはっきり答えてくださいね。以上３点。

ちなみに、どの機種が決定したんですか。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

まず１点目の質問は、ファクスかというところですが、メールまたはファクスでござい

ます。

２点目の８月９日の質問はいつ来たのかというところですが、８月９日金曜日の１８時

２５分に質問状がメールで届きました。

３点目の外資系は除外するのかというところですけれども、除外いたします。

４点目はちょっと主幹のほうから回答となります。
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５点目の機種の決定はというところですが、機種につきましては富士通でございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） 総務政策課主幹。

○総務政策課主幹（北村卓也君） お答えいたします。

４点目のメモリーについてですけれども、特段サードパーティー製、いわゆる他社のメ

モリーによる増設も可とするが、メモリーについては永年保証であるということですけれ

ども、一定の品質保証が欲しいことより、サードパーティー製のメモリも可というふうに

させていただいたところでございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 繰り返しなんで、質問に答えてください。

僕はメーカー製にこだわる必要がないとここに書いてあるのと、ほかのところと整合性、

ダブルスタンダードじゃないのかと聞いたわけで、そのことにお答えください。

それと外資系はお断り、除外して、富士通さんなんですね。じゃ富士通さんという企業

は何なんですか。外資系企業じゃないんですか。

何回か前の質問で、外資系企業で、それをなぜお断りしたかというのを近隣市町に聞い

たら、何かそういうことがあったと。じゃ、地方公共団体千数百国内にあるうちに、外資

系からの調達はたくさんあると思うんですね。近隣市町でほんの何点かの結果で、そんな

に思ったというようなことでしょうし、まず言いたいのは、この契約というか、入札もそ

うでしょうけれども、法律行為でいうところの停止条件付の諾成・双務・有償契約、それ

でその停止条件は、あなた方美浜町役場が設定したのであるから、停止条件、つまり仕様

書の各項目であるとか取引内容が停止条件ですよね。その停止条件はあなた方が決めたん

であるから、当然、挙証責任はそちら側にあるはず。だから外資系を除外している。やっ

ぱり公正で、透明性で客観的、合理性のある説明がなければだめなんじゃないですか。

単に、近隣市町でちょっと聞いたところで、何かふぐあいが１回か２回、回数は、そち

らおっしゃっていませんでしたけれども、そんなことで除外すると。言い方悪いけれども、

児戯、わかりますね。稚児の児に戯れ、子ども以下のような判断基準としか思えませんが。

外資系企業、調べました。明確な規定はないそうです。法律用語にも、例えば官公庁、

通産省にもないようです。私の調べたところによると。ところが経産省は、外資系企業に

ついて調査を行っているらしいです。１９６７年以降。その対象の相手は、外国投資家が

株式または持ち分の３分の１超所有している持ち株会社が出資する企業。合わせて３分の

１以上になるところ。上記一、二のいずれも外国側筆頭出資者の出資比率が１０％以上で

あることが、経産省の外資系企業としての対象らしいです。

ここで富士通マーケティングコンピューターさん、パソコンを売っているところは。こ

こはたしかレノボジャパンの傘下ですよね。レノボは中国の企業です。２０１１年にレノ

ボが５１％、ＮＥＣが４９％で合弁会社をつくりました。外資系企業ですね。３分の１以
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上です。つらつらいって、２０１７年１１月３日、レノボは富士通クライアントコン

ピューティングの株式を５％取得しました。３分の１そうですよね。ということは、富士

通クライアントコンピューティング、今回購入というか、あなた方メーカーと言われると

ころは、富士通クライアントコンピューティングの製品のはずですので、外資系企業、停

止条件をつけた外資系企業そのものではないんですか。そういう条件で事務事業を遂行し

た結果が、みずから停止条件を破っての契約になるんですか。これが公正な契約、合理性

のある予算の運用、税金の使い方なんですか。もう一回質問したいんで。とても地方公共

団体の仕事に思えませんが、町長どうですか。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。

とりあえず１５分くらい休憩します。

午後二時〇三分休憩

―――・―――
午後二時五〇分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

７番、谷進介議員。

○７番（谷進介君） 皆さん、いろいろと貴重なお時間、また議長、ご配慮ありがとうご

ざいます。

今回情報ＰＣ全てを区切っていろいろ質問したわけで、最終的に確認したいところが、

１点目の質問をしたときのように、この予算策定においては、公正確保、健全確保、その

規定全てで、それにはすべからく合理性のある根拠を持って運営すると、これは町長も全

く同じように答弁をしていただいた記憶があります。そのしりからもう今までずっと質問

をるる、質問、答弁を繰り返していると、とてもそれに沿っているとは思えないこと。そ

れと、外資系を除外すると言っていながらも外資系での契約になってしまっていること。

もし違う条件であれば、当然今回の決定額というんですか、それはもう少し少ないほうで

決定できたのではないか。また、仕様書の内容についても、現況の皆さんの業務からする

と明らかにオーバースペックな部分が何点かある。それを私は根拠を持ってお示ししまし

た。満足できるような合理性のある回答をいただいておりません。ということをすべから

ず等々を踏まえますと、今回のこの情報系ＰＣの策定というか、決定については全くもっ

て不十分な事務であったろうと言わざるを得ない。ここの確認をとりたいと思うが、その

点について答弁を願いたい。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 谷議員にお答えいたします。

先ほどから議員からご指摘いただきました落札した機器についても、国内製だと今まで

認識をしておりました。それについては本当に大変申しわけございません。

本当にパソコンなどの機器に関しては、谷議員、精通しておられることですので、今後

ともどうぞいろいろご教示いただけたらと思ってございますので、どうぞよろしくお願い
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申し上げます。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 先ほどの外資系云々の件でございますが、本当にそういうこと

でございましたら、もう少し少ないほうで決定できたかもしれないという認識はしてござ

います。

以上です。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。再開は３時５分です。

午後二時五十三分休憩

―――・―――
午後三時〇五分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

９番、繁田議員の質問を許します。９番、繁田議員。

○９番（繁田拓治君） それでは、ちょっと疲れた後ですので、申しわけございません。

議長のお許しを得ましたので、通告に従って始めさせていただきます。

広報誌等の配布について。

広報とは、行政機関が国民との間に、その目的に適合するような信頼、協力関係をつく

り出すために行う諸活動であります。

政府、行政機関、企業、労働組合、学校、ＰＴＡなど、諸団体が、国民、消費者、住民

など、社会のいろいろな人々に向けて、みずからの考え方、計画、実際の諸活動を知らせ

ることとされています。

広報イコールＰＲとしても用いられるが、広報は、当初は、弓へんにムと書いて広める

弘報と書かれたが、当用漢字制限上、公の公報へ、さらに、公の公報に上意下達的な語感

があったことから、１９５０年代には次第に今の広く報じるという広報とされるように

なったと言われています。

広報誌は、町が全ての町民の皆さんへ必要な情報を提供し、町政情報を知っていただく

という大切な役割を担っています。お政やイベント、中には、締め切りのある重要な情報

が載っていることもあります。

そこでお尋ねします。

１つ目、町から出している広報誌等の配布物は、全世帯に配布されていますか。

２つ目、その配布方法は。

以上、よろしくお願いします。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 繁田議員の広報紙等の配布について。

１つ目、広報紙等の配布物は、世帯に配布されていますかについてお答えいたします。

広報紙の配布数は、各地区長から要求される部数を配布しています。よって、その地区

会に加入している家庭に広報紙を配布しているように伺っております。
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ただ、地区会に加入していない方でも広報紙の配布を希望される方や、集合住宅の管理

人からの依頼があれば、広報紙を配布しているところもございます。

また、最近は美浜町のホームページ上にも公開しておりますので、閲覧することが可能

となっております。

２つ目、配布方法についてお答えいたします。

広報紙の折り込みから各地区代表への配布はシルバー人材センターに委託しております。

その後、地区内での配布方法は地区によってさまざまだと聞いております。

○議長（谷重幸君） ９番、繁田議員。

○９番（繁田拓治君） 再質問お願いします。

今の答弁によりますと、広報紙の配布は各地区から要求される部数を配布していると、

そして地区会に加入している家庭に配布しているように伺っているとのことですが、これ

は役場ではきっちり把握されていないんですか。

地区の会に入会していなければ配布をしてもらえないのか。それと地区会に加入してい

ない方でも配布を希望される方や依頼があれば、配布をしていると、依頼がなければ配布

はしないと、それで依頼のあった依頼者への配布はどのようにされているんですか。

それで、あと、ホームページ上でも公開しているから閲覧せえと言いますけれども、パ

ソコン能力のない方もございますし、パソコン等、家に持っていない方もおられるという

ことになろうかと思います。

町は、住民に対して広報誌が十分に行き渡らなくてもいいと考えておられるのか、今の

ままで十分であると考えておられるのか。なぜ、全ての住民に対して広報紙が十分に行き

渡っていないケースが実際起こり得ておりますけれども、私の区では、現在、町から出る

広報を月に１回ぐらい発行しており、私の区の配布は地区の配布係の方に届けられて、そ

の方が各班長に配られ、班長が区に入っている会員、それに回覧をしたり配布をしたりし

ていると思います。

そこへ行くまでは、シルバー人材センターによって地区会に届けると、当然委託料なん

かも払っておると思いますけれども、そういうことから、どうすればより多くの住民に配

布することができるのか。どうすれば全戸に届けられるのか、そういったことは考えない

のですか。

それと、そういうのを配布されていない家庭というのはどれぐらいあると把握されてお

りますか。

ここまで以上、お答えください。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 繁田議員にお答えいたします。

先ほどの答弁のように、各地区長から要求されておる部数を配布しております。私ども、

その区に入っていない住民の方を把握するのは大変難しくて、その方に配布するというの

が大変難しくございます。その配布方法も地区によってさまざまですので、西中は班長へ
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配っているということですが、ほかの区によったら、配る方をもう特定して配られている

方とか、そういう方もおられますので、もちろん、私どもはもう転入してきたら、区へ

入っていただいて、それで区のいろんなことにも参加していただいているのかなという認

識はしているんです。私も以前担当者をしておりまして、地区に入っていないんで配布し

てほしいよと来庁された方には、今後、災害等のことも考えたらやっぱり地区へ入って、

つながりも持っといてもらったらいいと思いますよと言うて伝えたこともございます。や

はり議員も、うちところへ広報届かんねんらようという話をお聞きしましたら、それやっ

たら役場、防災企画へ連絡して配布してもらうようにお願いしたらどうないということと、

また区へも入ったらどうですかとお願いしていただければ本当にありがたいなと思ってお

ります。

○議長（谷重幸君） ９番、繁田議員。

○９番（繁田拓治君） 今、町長が言われましたことについては、よく私ども言っておる

んですよ。配布されていない家庭というのは、各区で大体どれぐらいあるのかというのは

わかるんじゃないですか。

各班長が班の中の家庭へ配っていくんですから、あそこは配らいでもええ、ここは配ら

んな。うちのほうでしたら、山の上にも家ありますから。そこら辺で調べてみる必要があ

るんと違うかいなと、常々考えるんですよ。今までそうされていないというのは、いろい

ろ理由があろうかと思いますけれども。

それで以前、ごみの問題で困ったことがあったんですよ。今は分別方法等、安定はして

きておりますけれども、広報とかそういうものが配布されていない。家庭ごみの分け方と

か出し方とか分別とか、収集日がいつであるとか、そういったものがわからず、もうどん

どん出してこられたりして、困ったことがあったんですよ。

そういう出しているのをいろいろな人に聞きまして、そういう役場で分別表なんかも

らって、配ったこともあったんです。それと町内放送でかなりカバーもできておりますし、

そういったことがありました。

それと、ある人によっては、税金の徴収は、納税義務のある者全ての方から徴収されて

おります。税金を払っているのに、こういった町の広報誌等、そういった情報を届けてく

れないのか。町の情報がわからないと言われる方もおります。

それから、美浜町はいいところだからといって、他府県からも来て、住居を構えられて

いる方も多数おります。こういったことがあるから、納税はふるさと納税を利用して他府

県にするんやという方もおられるんです。それのほうがいろんな産品とか手に入って得だ

と割り切っている方もおられます。また、以前にこういった方から、ふるさと納税の申し

込み方、どないすんなのやよと聞かれたことがありました。大変困りました。３月議会に

もそのふるさと納税について質問をしたんですけれども、３０年度で、他の自治体に納税

した人数は６０名で５，２２９千円であったという報告を聞いておるんです。安心・安全

で住みやすい、住んでよかった町づくりを推し進めているのに、何か寂しい感じがいたし
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ます。

広報誌というのは、町が全ての皆さんへ必要な情報を提供し、町政情報を知っていただ

くという大切な役割も担っておると思います。それと同時に、配布されている広報、今月

ですね。その前に、県民の友というのも、一緒に同時に私のところに回ってきます。そし

て県の情報も町として町民に伝えていく必要があるんじゃないんですか。

過日、町長も知事の報告会ですか。そのときに、町長の挨拶の中で、県民の友の後ろに

ある知事のメッセージ、県民の皆さんへという、後ろにありますね。これを紹介しており

ました。私も気になるんでいつもこれに目を通しておるんですけれども、こういったもの

についても、配られていない家庭では知らない方もあるんじゃないですか。欲しけりゃ役

場へ言うてこいという感じではどうかなと、そういう感じを受けるんですが、町長は広報

誌の配布の今の状態についてどのように思われますか。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 繁田議員にお答えいたします。

配布されていない家庭がどれぐらいあるのかとか、そういうこともちょっと私ども把握

できない状態です。調べてみる必要があるのではないかとおっしゃっていただきましたが、

区のほうへもお任せしていますので、やはり区長会なり区長の皆さんお集まりいただいた

ときに図ってみないと、こちらから強制的にやってという話ではないかと思います。

それと、ごみの問題については、ごみの分別表とか、最小限、「あ」から「ん」まで、

個別に書いた表なんかも。それから津波ハザードマップ、必要最小限、必要なものは転入

したときに、皆さんにお渡ししているんです。窓口で、はい。

それと、アパートなんか入られる方につきましては、ごみの分別表なんかはアパートの

管理されている会社というんですか、そういう方がとりに来られまして、とりに来たとき

には管理人にもしっかりいろいろとお願いしているところでございます。だから、なかな

か配布されていない方はどこら辺にいるのかというのが私どもなかなか把握できないとい

うのが現状でございます。

○議長（谷重幸君） ９番、繁田議員。

○９番（繁田拓治君） 今、町長言われる町として把握できないというのは、区へ聞くな

りしたら大体わかるんじゃないですか。

自治会に入っていようとなかろうと、ひとしく情報が伝わるように、町として努めなけ

ればいけないと、そう感じます。それについてはいろんなさまざまな手段を使って、全戸

に配られるように検討していただきたいと、そう思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。

簡単ですけれども、これで終わります。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員の質問を許します。８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） ８番、森本です。議長のお許しを得ましたので、通告に従い質問

をさせていただきます。
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１つ目は、自動通話録音機の貸し出しについてです。

全国でオレオレ詐欺など、電話や通信機器を利用してのさまざまな詐欺犯罪、特殊犯罪

とも言われているということですけれども、が横行しています。和歌山県でも特殊詐欺の

被害は少なくありません。和歌山県警の調査、平成２７年から平成３０年までの間での

資料によりますと、毎年５０件から１００件近くあるということで、被害額は、平成２

７年度が約３億４０，０００千円、平成２８年、平成２９年はいずれも約２億円程度と報

告されています。そして、被害者の方の年齢構成について見ると、６０歳以上が非常に

多く、平成２８年から令和元年７月までを見ると、２２６件中の１７０件、ほぼ、実に

７５％程度占めているということです。

この特殊詐欺の被害を防止するということで、自動通話録音機の貸し出しをしている地

方自治体とか、その自治体の警察があります。自動通話録音機は、固定電話と電話線の間

に接続し、着信すると受話器をとる前に会話内容が自動録音されますと音声が流れる。そ

のことで通話を録音していくものです。

和歌山県も平成２８年度にモニター事業として、６５歳以上の高齢者世帯対象に無料貸

与の事業を行っています。そのモニター事業実施後のアンケートを見ますと、７１％の方

が安心感につながったと回答され、迷惑電話の回数の変化についての回答では、なくなっ

たいうのが２５％、減ったよというのが５４％、合わせると７９％の方がこの録音機の効

果を捉えていらっしゃいます。

直接の詐欺件数の減少になっているかどうかは、その報告書からではわかりませんが、

抑止と安心を図るのに効果を発揮していると考えられます。

美浜町内の方での被害は、同じ県警察の調査からでは４年間で１件となっています。町

としてもこのような詐欺防止の取り組みを検討してはどうかと考えまして、質問をいたし

ます。

詐欺防止への町としての今までの取り組みについてどうだったのでしょうか。和歌山県

のこのモニター事業に美浜町も参加したとお聞きしていますがどうだったのですか。抑

止・防止の方法として自動通話録音機の貸し出しなどを検討してはどうか。

以上についてお尋ねをします。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員の１番目、自動通話録音機の貸し出しについての詐欺

防止の取り組みはどうだったかについてお答えいたします。

平成２９年７月から、御坊市を中心に日高管内市町と連携して、日高地域消費生活相談

窓口を設置しており、住民からの相談に適切に対応できる体制を整えております。また、

月２回、消費生活巡回相談窓口を役場で開設しています。その他、啓発物資を役場窓口等

で配布することにより、消費者被害の防止を呼びかけております。

なお、今年度につきましては、日高地域消費生活相談窓口の相談員がいきいきサロン等、

地区に出向いて出前講座を行っております。
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モニター事業への参加の状況はどうだったかについてお答えいたします。

当町も和歌山県の自動通話録音機貸与事業に参加いたしました。和歌山県から当町に示

された貸与台数が少なく、募集期間も短かったため、地域包括支援セーターを通して、ケ

アマネジャー等に対象となる方へお声かけをしてもらいましたが、貸与の希望者はおりま

せんでした。

自動通話録音機の貸し出しの検討をしてはについてお答えいたします。

平成２８年度の和歌山県の自動通話録音機モニター事業のアンケート結果について、不

審電話や勧誘電話などの回数が減少したと効果が出ているところでございます。また、議

員がおっしゃるように、全国でオレオレ詐欺など、電話や通信機器を利用してのさまざま

な特殊詐欺が横行しております。

自動通話録音機貸し出しなどについて、補助事業の有無や貸し出し方法などを調査研究

していきたいと考えております。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） ありがとうございます。

一定、幾つかの相談場所を設置して取り組んできたということで、日高地域消費生活相

談窓口というのは、広い範囲の中での一つということかなと思うんですけれども、また、

町内としたら、消費生活巡回相談窓口ということで理解してもいいかなと思うんですけれ

ども、その役場内での消費生活巡回相談窓口を設置してから、今までの相談件数とか、ま

たそのうちに、詐欺等にかかわる相談件数というものについてはどのようなものだったの

か。その活用状況というのをお伺いしたいなと思います。

また、ことしから、いきいきサロン等で相談員さんが、一定出前講座を行っているとい

うことでございます。その出前講座の内容についてはどのようなもので行われたのかとい

うことと、それから始めた、その方法を取り入れたというのはどういうことからかという

ことについてお聞きしたいと思います。

また、３つ目に、モニター事業で、貸与希望者についてはなかったということなんです

が、そのことについては、どのようなことが考えられるのでしょうか。お答えいただけた

らなと思います。

○議長（谷重幸君） 総務政策課長。

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。

４点あったかと思います。

まず１点目、役場内の消費生活循環相談について件数は、実績はというところかと思い

ます。

この事業についてなんですが、毎回、町内放送を入れているわけなんですけれども、

３０年度の実績はゼロ件でございました。誰も来られませんでした。しかし日高管内のほ

うで日高地域消費生活相談窓口のほうを１市６町のほうで実施しているわけなんですけれ

ども、そちらのほうの実績でいきますと、３０年度実績で１市６町で１９１件ございまし
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た。そのうち美浜町の件数が１３件というところでございます。

２点目の出前講座の内容はのご質問ですが、講座内容につきましては、悪質商法の実例

とか、相談窓口、消費者ホットライン１８８の紹介など、わかりやすく講師先生のほうが

していただいているということでございます。

この講座についてなんですけれども、３０年度までは月に２回美浜町のほうに講師の方

がお越しいただいていたわけなんですけれども、実績が少ないというところで、そのうち

の１日は地区のほうを回って、講座のほうを開きたいということから３１年度から実施し

たものでございます。

それと４点目です。

県の事業のモニター事業の参加がなかった理由でございますけれども、和歌山県から当

町に示された台数が８台でございました。また、募集期間につきましても９月１日から９

月３０日までの１カ月間というところで、実績のほうはなかったというところでございま

す。

以上です。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） 相談窓口にも一つもなかったと。町内の分についてはそういうこ

とだったとお聞きしたわけですが、でも随分とやっぱり安心感を持ってやっていける取り

組みではないかなと思います。今後も続けてもらえることが必要でないかと思うんですが、

全体の日高郡の中での御坊日高の中では１３件あったということです。モニター事業につ

いても、短い期間であったということもあるということで、なかなか応じてもらえなかっ

たという背景があるかもわかりませんけれども、幸いにして、この詐欺事件に遭われた方

がないと、ほとんどないということで捉えてもいいかと思うんですけれども、今全国的に

見ますと、より詐欺の方法が巧妙になってあったり、さらに手口が広がるというふうな形

が、いっときは減ってきた状況がありながら、最近はそういうふうに全国的には言われて

います。とりわけ都市部では、高齢者を狙った詐欺がふえているようです。オレオレ詐欺、

そして、還付金を求める詐欺、架空請求の詐欺、それから自動音声のガイダンスを利用し

ての詐欺、融資・保証金の詐欺、金融商品等の取引で、嘘の情報を提供して、購入名目で

金銭をだまし取ることもあったり、また、ギャンブルの必勝情報の提供、それから情報料

の名目で金銭をだまし取るような、さまざま非常にふえているようです。また、直接その

ような形ではなくて、この特殊詐欺を助長するような形で、犯罪に巻き込ませるような、

そういうふうなこともあるようです。

今のところ、被害が少ないという状態でありますけれども、少しでも効果のある方法が

あれば導入していただいて、それをさらに維持できるような活動が重要ではないかと思い

ます。

この自動録音装置のその貸与という事業、ことしも他町村でやっているところがありま

す。また、和歌山県の警察のほうでは、ことしまた新たに自動録音装置の貸し出しを始め
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たとちょっとお聞きしています。ただ、その進め方につきましては、犯人側のデータをも

とに、数回そのような詐欺電話をかけられたうちを対象にピックアップした形でされてい

るというふうに、ちょっとお聞きしたりするんですけれども、そういったところで強化を

進められていますけれども、うちの町でもできるだけ機器を使って、そのような防止を進

められるようなことがあるのならば、ぜひとも、進めていくのが大事ではないかなと思っ

ています。

うちのところでは、前回のモニター事業のところでこの前お聞きしたところでは、うち

では、緊急通報装置という事業をされているということで、今、高齢者、それからおひと

り家庭というところで、何か事態が起こったときに、町のほうに連絡がとれると、そのよ

うな事業だとお聞きしているんですけれども、それについて非常にその機器があれば、こ

のタイプのここで紹介された和歌山県モニターを知った事業についての機器をつけるので

あればちょっと困難やというふうな話もお聞きしたんです。そんな理由もあったんかなと

思うんですけれども、その辺について、研究をされて、貸し出しについて進めていきたい

とお答えいただいたんですけれども、そのところのことも含まれているかどうか、ちょっ

とお聞きしたいなと思います。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員にお答えいたします。

議員おっしゃったとおり、私も緊急通報システムと一緒につけるとちょっとふぐあいが

あるよというようなお話は聞きました。

私も消費生活の担当時に相談を受けて、高齢者の家に出向き、業者を待ち受け、業者か

らお金を返してもらったという事例もあります。それと、住民課長のときに、民生委員児

童委員協議会の平成３０年でしたか２月の定例会において、和歌山県警の特殊詐欺被害防

止アドバイザーによる特殊詐欺被害に遭わないためにという講演をお聞きしました。特殊

詐欺は面識のない相手に対して、電話などの通信機器を使って現金をだまし取るというこ

とで、自動通話録音機は有効だというお話を聞きました。その当時３５０台もう全部貸し

出し中なんですよというお話でした。平成２８年の全国の被害件数もお聞きしましたら１

万４，１４０件、被害額が何と４０６億３０，０００千円、全国です。和歌山県内では被

害件数が１万８，２０１件で、被害額１億９８，２００千円という被害で、やっぱり８割

の方が６５歳以上の高齢者、そのうち８割の方が女性であったとお聞きしました。県警の

方にとられたお金は絶対に戻らないということでお聞きしました。

高齢者の財産を守るためにも有効な機器であるとは認識しております。まずその緊急通

報システムのこともございますので、高齢者福祉の観点からもいろいろ前向きに勉強させ

ていただいて検討したいと考えております。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） この間につける機種のほかにセキュリティー機能つきの電話機に

も、そのような効果があるというふうに伺っています。大体その電話機のモデルの中で、
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録音のメッセージや着信拒否の形、それから、着信中に受け取っている側のほうに気をつ

けましょうというアナウンスが流れたりとか、そういうふうな場面でも効果があると。

それから通話録音、先ほどの例ですけれども、通話拒否やボイスチェンジといった機能

はついているところも効果があると聞いております。この緊急通報装置との兼ね合いで難

しいところだと思いますけれども、そのようなセキュリティー機能つきの電話機の貸し出

しなども一度検討してもらえたらなと思いまして、この件については質問を終わりたいと

思います。

続いて、次の質問に進みたいと思います。

２つ目にヘルプマークの周知と活用についてです。

ヘルプマークというのは、赤い下地に白抜きのハートと十字を書き込んだ図柄のマーク

です。このような形になっています。皆さん方ももうご存じなんですけれども、その活用

について、ぜひ広げてもらえたらなというふうに思います。

和歌山県、そして美浜町でも、このヘルプマークを現在導入して交付をされています。

このヘルプマークですけれども、障害や疾患等を持って、困難を抱えている方が、その支

援や配慮を必要としていることを周囲の人に知らせるためのマークだということです。

始まりは東京都の福祉保健局によって作成されて活用が広がってきたとお聞きしていま

す。外見からわかりづらい障害等を持っている方、また、さまざまな事情で支援や配慮を

要請することが困難な人や状態のときに非常に有効なマークだと。そして、支援する側に

とっても声をかけやすいということにつながるかと思います。

災害時や町なかで支援を必要とされるときなどには、とりわけ力を発揮しているようで

す。また、どのような状態で求めているのか、どのような支援が必要かを知らせるヘルプ

カードと言われるものも用意されています。

社会的にこのマークへの理解を広げることと、その活用が広まることが望まれると考え

ます。

幾つかお聞きします。

美浜町に導入をして以後の申請の状況はどうでしょうか。住民の方へのヘルプマークの

周知とマークへの理解を広げるためにどのように取り組まれてきましたか。活用されるよ

う働きかけ、広げることは重要と考えますが、町としての見解をお伺いします。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員の２点目のヘルプマークの周知と活用について。

１つ目、美浜町での申請状況はについてお答えいたします。

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の

方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮

を必要としていることを知らせることで、援助を受けやすくなるように、平成２４年に東

京都が作成し、導入したマークでございます。

ヘルプマークの交付は、平成２８年７月に和歌山県庁、県内各振興局、和歌山市で始ま
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り、現在は県内６市１８町で行っております。

当町におきましても、県の申請窓口として、平成２９年９月から交付事務を開始いたし

ました。

ヘルプマークの申請状況につきましては、令和元年７月末日におきまして、累計３件交

付しております。当町での申請件数は３件ではございますが、県内ではどちらの窓口でも

申請が可能ですので、その他の窓口で交付を受けられた方を含めますと６件となります。

和歌山県全体では４，９５０件が交付されております。

２つ目のヘルプマークの周知への取り組みはどうだったの。ヘルプマークの周知とマー

クへの理解を広げるためにどのように取り組まれたかについてお答えいたします。

ヘルプマークの周知の取り組みにつきましては、平成２９年９月の交付事務開始時より、

町ホームページへの掲載、役場内でのポスターの掲示、窓口においては啓発用チラシの設

置を行っております。ホームページでは、ヘルプマークの申請書やヘルプカードをダウン

ロードしていただけるようになっております。

３つ目、広げることについての見解はについてお答えいたします。

平成２９年７月に経済産業省において、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向け、日本人だけでなく、外国人観光客にもわかりやすい案内用図記号とすることを

目的に企画が見直され、ヘルプマークが追加されました。これにより全国的に普及が進め

られておりますが、まだまだ認知度が低いと感じております。

ヘルプマークが普及し、活用されることによって援助や配慮を受けられるようになるこ

とは、障害者の方などにとっての安心につながり、また、援助や配慮を必要な方に対する

理解が進むことは非常に大切なことだと認識しております。当町におきましても、引き続

き県と協力し、現在の取り組みを継続していくとともに、広報紙へ掲載するなど、町民へ

の普及啓発に努めたいと考えております。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） 美浜町に導入して以後の申請の状況につきまして、現在、他市

町へも申請したということを含めると６件やとお聞きいたしました。県全体では約

５，０００件ということなんですけれども、申請数について、件数全体から見て、どう捉

えられるかなとちょっとお伺いしたいと思います。また、お知らせするのに、ホームペー

ジ、役場内のポスター、窓口での啓発チラシということでありましたですけれども、広報

等全体に、ホームページだけではなくて、その方法じゃなくて、広く家庭に伝わる方法と

してはとられなかったのかどうかということです。その２つについてお聞きしたいと思い

ます。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員にお答えいたします。

障害者数の、手帳を持ってられる方とか内部疾患の方の数、イコールこの件数が少ない

のかと言われると、本人がやっぱり外からわからない状態でしたら、知られたくないとい
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う方もおられると思います。まず手帳なり、そういうのを持っている方については、県な

り町なりは案内は皆さん窓口でされるかと思うんですけれども、ただ、社会的にこのマー

クへの理解というのが、皆さん、このマークだったらこういうことかというのを本当に広

く知らせるには、いい機会に質問していただいたので、これからは私どももこういう形で

町民へもっと普及啓発に努めていきたいという考えでございます。

○議長（谷重幸君） 広報について。町長。

○町長（籔内美和子君） 広報へ掲載するということで、それで広く言えるのかというこ

とですけれども、まずは広報でお知らせしたいと思っております。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） 今のはこれからということですね。今までは広報等にはまだ載せ

てはいなかったということで捉えていますね。

先ほど、繁田議員さんからもありますけれども、ホームページというのも確かに有効だ

と思いますけれども、私も実はこれを町が発行しているのはホームページで取り寄せさせ

ていただいたんですけれども、なかなかやはりそういう設備を持てていない家庭もいらっ

しゃると思いますので、その点もできるだけ配慮をする必要があると思います。

再質問になりますけれども、町独自でこのような役割を持つ、交付されるというふうに

ちょっとお聞きしているんですけれども、一方、ヘルプマークは、やっぱり全国、まだ、

全体には通っていない部分もありますけれども、広域的には通じるマークです。ぜひとも

両方というか、地方等の取り組みについてマークを推奨するようなことをちょっと報道等

でお聞きしているんですけれども、両方活用されることをぜひとも希望したいんですが。

困っているんですとか支援がいるんですとか、遠慮なく伝えられることがやっぱり大切

やと考えるんですね。私がお聞きしたいのは、周知する上での視点とか、考え方について

なんですけれども、これを進める上での機関の中が発行しているところで、ちょっと紹介

をされてあったんですけれども、いろんな外に見えない障害、それから病気等あります。

そういったところの、先ほどありましたけれども、なかなか知らせにくいというふうな背

景もあるかと思うんです。実際に遠慮なくこのような申請ができる状態を社会的につくっ

ていくことも必要であると思うんですけれども。その中で先ほどの進めていくという上で

の機関の出している中でのちょっとしたエピソード等ありましたので紹介いたします。

知的障害及び自閉症とかあったりしてなかなかお話しができにくいお子さんを抱えてら

れる方からは、これまでほとんど外出しなかった最大の理由は、周りの反応がやっぱり気

になったからだと。突然大声で叫んだり、それから意味のない言葉を発することもあると。

普通の人はびっくりします。ただ、ヘルプマークをつけるようになったことで、手伝って

もらえることもあったり、障害があることを理解してもらったり、外出を踏みとどまる気

持ちが大分薄まったというふうな報告をされています。

やっぱり、より生き生きと生活できるために、そのためには安心して外出できることと

いうのは非常に重要なことだと思うんです。それから、こんな例もあります。ヘルプマー
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クをつけたきっかけについて、通勤ラッシュのときに、胸に入っているカテーテルを固定

する糸が切れてしまった。自分の身の安全を確保するために、このヘルプマークを持たれ

たというふうにあります。その後、透析の体調不良で電車に乗っていたときには、座席を

譲っていただけた。

それから、こんな例もあります。電車の運休、先日も災害の中で交通機関がとまり、大

混雑した例がありましたですけれども、そういった例で、思考が混乱して、音声案内も耳

に入ってこない。そのような特性を持っている方がいらっしゃって、立ち往生している。

そんなとき、ヘルプマークに気づいた方が声をかけてくれて、ほっとしたと。そんなこと

も紹介されています。

それから、妊娠初期で使用しましたと。初期なので、マタニティマークをつけるには早

く、マタニティマークをつけている人への中傷などが怖いのでつける勇気はなかったと。

でも、何かあったときには、すぐにわかるようにしておきたかった。こんなときにこのヘ

ルプマークの存在を知って、ほっとしたというふうなこともちょっと紹介されています。

これらのマークをやっぱり安心して申請して利用できる状態というのが必要だと考える

んです。偏見とか先入観とか差別を乗り越えられるような、そういった社会を同時に求め

ていくことが背景にはいるかと。そのためにマークの持っている意義とか役割等の周知と

理解というのを広げることばかりでなくて、そのしんどさや辛さが見えにくい障害とか、

ものについて、その生きづらさのもとになるものに対してのやはり知識、理解というのが

必要じゃないかなと。

また、そういった生きづらさをつくり出す、ときにはもとになっているものとして、人

権問題とか、ＬＧＢＴなどの新しい人権の課題なんかも背景にあったりして、そのような、

例えば、神経、精神的な病に陥ったりとか、そういうふうなこともあるかと思うんです。

そんなところで、そのようなことへの理解を進めておくことも必要ではないかなと思いま

す。そういった観点で周知するための視点や考えについてお伺いをしておきたいと思いま

す。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員にお答えいたします。

先ほどの答弁にもありましたが、やはり役場内でのポスターの掲示であったり、窓口に

おいて啓発用チラシはもうしております。町ホームページへの掲載もしております。もち

ろん議員おっしゃるような社会になることを私も願っているところです。県と本当に協力

しながら、現在の取り組みを継続していくとともに、広報紙へ掲載するなどして普及啓発

に努めていきたいということでございます。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） この件についてですけれども、広めていく上での視点というか、

その教材とか、その進め方の背景にあるものを踏まえてそのような啓発の取り組みを進め

ていくことがいいんじゃないかなというふうにちょっと発言をして、この件については終
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わります。

３つ目です。３つ目は、台風１０号が通過しての防災についてです。

台風１０号が西日本を通過して、当地方にも大きな影響を与えました。昨年９月の台風

２１号は、被災した家屋の修繕が現在も続くところがあるなど大変でした。今回の１０号

は、昨年と比較すると被害が少なかったようですけれども、停電、道路や田畑の一部の冠

水、河川沿いののり面の崩れ、大量の被災物が海岸に打ち上げられていることなど、報道

も見受けられます。全国的に大雨による災害が引き続いています。まだまだ前線の活動と

か、台風の活動が活発な状態になっているのかと思います。町職員の皆さん、消防団等関

係者のこの間の経過への行動とか、問題発生への対応での奮闘には本当に敬意を表します。

さて、防災の取り組み状況の点検と課題を見出すことが大切であると考えます。その上

で、台風１０号においての美浜町での今回の被害や住民の方から寄せられた課題、どのよ

うなものがあったんでしょうか。罹災証明書の発行数など状況はどうでしたか。

２つ目に、警報や情報伝達の状況、避難所の設置、利用状況はどのようなものだったで

しょうか。

３つ目、昨年の被災教訓から前進したこと、現在対応しているようなこと。また、新た

に検討を要するような課題はなかったか。そして住民の方々に呼びかけておくべきことは

ありますか。まず、その点についてお伺いしたいと思います。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員の３点目の台風１０号通過しての防災について。被害

や寄せられた課題はどんなものかのまず１点目、被害や寄せられた課題は、罹災証明の発

行数はについてお答えいたします。

台風１０号の被害としましては、浸水により農作物の草勢低下が予想される被害が１件

ございましたが、その他、公共施設などを含め、被害報告を受けておりませんし、今回は

特に住民様から寄せられた課題もございません。また、罹災証明書につきましては、１通

発行しております。

次に、警報や情報伝達の状況、避難所開設と利用状況についてお答えいたします。

まず、情報伝達につきまして、気象警報が波浪、暴風、大雨、洪水と発令されましたが、

全ての気象警報について、Ｊ－アラートを起動し、防災行政無線を通じて、町内全域に警

報発令を伝達できております。

次に、避難所の開設と利用状況につきましては、避難準備・高齢者避難開始発令と同時

に、避難所を町内４カ所に開設し、最大避難者は６名となっております。

３点目の昨年の被災教訓から前進したこと。また、新たに検討を要する課題はについて

お答えいたします。

まず、４カ所の避難所について、小型発電機と扇風機を配備し、長期停電に備えました。

また、町内では停電も発生しましたが、関西電力から停電の件数や今後の復旧の見通しな

ど、細かな情報提供があり、問い合わせのあった住民様にも復旧に向けての現在の情報を
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伝えることができたと思っております。また、先日、日高管内の災害担当課長及び担当者

が昨年の台風対応や備蓄品についての情報交換会を開催し、横のつながりを構築できたと

聞いております。

今回の台風による新たな課題はないと思っていますが、今後もこういった場を活用し、

各市町が抱える課題を積極的に話し合っていけるよう、連携を深めていってほしいと思っ

ております。

４点目の避難支援具として車椅子の家庭への配備を進めてはどうかについてお答えいた

します。

議員がおっしゃるとおり、車椅子を利用することは有効であると認識しておりますが、

現在のところ、車椅子の購入費用に係る補助は考えてございません。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） すみません、４つ目は後ほどにお聞きしようかと思ったのであれ

なんですが、今、お聞きした中で、やっぱり昨年と比較すると非常に被害等は少なかった

というふうに理解はできるかと思います。

今回の中で、台風の暴風の状況の中で防災行政無線、外に出ていらっしゃる方も大勢い

らっしゃいますけれども、自宅で直接やっぱり聞ける防災行政無線というのが非常に有効

な場面も多かったんではないかなと思います。

今回、どうしてもやはり停電がなかなか避けられないというのは、これは仕方がない部

分もあるかもわかりませんけれども、今回も一定の地域でそのような状況があったという

ことなんです。昨年に比べると、その後の対応というのが非常にスムーズに進んだという

ふうにもお聞きいたしました。それは昨年度の教訓の中で捉えられて、対応されていった

ものかなというふうに理解しますが、でも、さらにこの停電の発生が減るように、または

根本的には起こりにくいような施設状況にするようなことというのをまだまだ求める必要

があるんじゃないかと思うんですけれども、根本的な対策とか、日ごろの機器の調査点検、

故障しやすいところなどの発見と改善、そういったところをまた、既に行われているとこ

ろと思いますけれども、重ねて関係機関、関西電力等、申し入れておくことが必要と感じ

ますが、いかがでしょうか。

２つ目にお聞きしたいのは、避難所４カ所、午前中に髙野議員さんが既にお聞きしてい

たところでもありますけれども、重なることにはなりますが、避難所４カ所だったんです

けれども、場合によって、最大同時に何カ所ぐらい開設が可能なのかということと、それ

から、避難所の運営など、それぞれ手順があるかと思いますけれども、その間の開設から

避難所を閉じるまでのリーダー、責任者、施設管理等の責任者は町職員さんと捉えておい

ていいのかどうかというところについてお聞きしたいと思います。

○議長（谷重幸君） 防災企画課長。

○防災企画課長（大星好史君） 森本議員にお答えいたします。

まず、停電が起こり得ない状況をつくってはどうかというようなお話でございますけれ
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ども、これは私ども担当課また関係課全て、台風が近づいてくると発電機の準備であった

り、機器の点検、また今後の体制についての話し合いというのは常に行っております。起

こり得る停電、これは関西電力さんの部分が大きいわけですけれども、今回につきまして

は、細かい情報提供があって、スムーズということはないですけれども、対応できたとい

うふうに考えております。

それと、昨年、台風２１号通過後、長時間の停電もございました。その中で、昨年の行

政報告の中でも入れさせていただきましたけれども、直接、当時の町長が関西電力のほう

へ申し入れを行っております。重要な施設、また要配慮を要するような施設につきまして

は、全て地図に落として説明させていただいているところでございます。

次に、避難所の開設状況でございますけれども、地震、津波についてではなく、こうい

う風水害では、今の４カ所が適当ではないかというふうに考えております。そこでの責任

者ということでございますけれども、これは風水害の責任者となると、町の職員が各避難

所に２名ずつ、今も行かれておりますので、そこらが責任者となり、担当課の住民課、ま

た、防災企画課のほうへ避難者の情報を伝達してくるというような状況でございます。

以上です。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） ありがとうございます。

引き続きできるだけ対応が進むような形で求めていきたいということで。

４つ目に、次の質問なんですけれども、車椅子の導入についてお聞きしたいと思います。

津波に対して避難する折には、徒歩が優先だと考えるんですけれども、移動困難な方が

避難する折、支援を得て移動する場合、車椅子は有効だと思います。補助金等を出して配

備を進めてはどうかと考えるんですけれども、寝たきりの、その件もお聞きしたいと思い

ます。

○議長（谷重幸君） 町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員にお答えいたします。

寝たきり等につきましては、介護度等の認定も受けている方もおられます。そういう方

については、ケアマネジャーを通じて、また施設にまず行ってもらったりとか、台風の場

合は準備もできますので、そういうことで住民課のほうでも対応しているところです。

○議長（谷重幸君） ８番、森本議員。

○８番（森本敏弘君） その購入補助の取り組みについてなんですけれども、寝たきりの

方がいる家庭から、いざというときに近くにいても１人じゃ大変やと。それから、避難場

所まで随分あるという話もいただいて、どのようにしたらいいのかというふうな相談を受

けたことがありました。そのとき、私もなかなかいい解決方法が見つからなくて答えられ

ませんでしたけれども、そのときその方が車椅子を購入されていて、ともに移動すると言

われて準備されていました。

津波なんかのときに、長距離で移動していかなきゃならないようなときに、津波てんで
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んことあるように、まずはそれぞれの方が自分でともかく安全を確保するというのが基本

というふうに言われていることに私もそうかなと思うんですけれども、支援を受けられる

ことがあるならば支援を受けて逃げるようなことができれば思います。

さまざまな事情で困難な方を徒歩等で抱えている家庭。それからそのところでは非常に

コンパクトで、支援者の負担も非常に軽いんではないかと。おんぶしたりとか担架等々を

用いてという場合もありますが、そのことからするとなかなか実際は車椅子等も使える方

もいらっしゃると思いますけれども、非常に有効ではないかと思うんです。

社会福祉協議会のほうでは、車椅子を借りられるサービスがありますけれども、なかな

か長時間借り受けということはできません。自主防災会等で支援を必要な家庭の調査もさ

れておりますけれども、このような家庭の支援について、どのように考えるかということ

と、それから、今後、有用な支援器具があれば、そのようなものを導入していく、検討す

ることについて、あるかどうかについてお聞きしたいと思います。

○議長（谷重幸君） 森本議員、もう最後の質問ということでいいですか。町長。

○町長（籔内美和子君） 森本議員にお答えいたします。

購入費用については補助を考えてございませんとお答えいたしました。

障害者総合支援法における補装具の給付が受けられることもできます。ただし、限度額

や障害の箇所、課税等の関係で個人負担など変わることもあります。また６５歳以上の障

害者の方でも介護認定を受けた場合は、車椅子のレンタルができます。その場合は、介護

のほうを優先となる。いろんなパターンがあると思いますので、住民の方で必要とされて

いる方やお困りの方がおられたら担当課へ一度お電話いただくなり、お越しいただいて、

詳しく聞いていただけたらと思っております。

以上です。

○８番（森本敏弘君） 質問を終わります。

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

午後四時二十四分散会

再開は、１８日水曜日午前９時です。

お疲れさまでした。


